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管理者の責務

　　　指定介護老人福祉施設（介護保険法第８８条第６項）
　　　介護老人保健施設（介護保険法第９７条第７項）
　　　介護医療院（介護保険法第１１１条第７項）

　　　通所介護（基準省令第５２条第１項）

　　　指定介護老人福祉施設（基準省令第２２条１項）

　　　介護老人保健施設（基準省令第２４条１項）

　　　通所介護（基準省令第５２条第２項）

　　　指定介護老人福祉施設（基準省令第２２条２項）

　　　介護老人保健施設（基準省令第２４条２項）

　管理者は、連座制の対象となる「役員等」に含まれる。

　　　　※連座制とは、一事業所の指定取消が、その事業者の同一サービス類型内の

　　　　他事業所の新規指定・更新の拒否につながる仕組み

　　　※上記に限らず、介護保険サービス事業所の管理者には同様の役割があります。

　　　※上記に限らず、介護保険サービス事業所の管理者には同様の役割があります。

① 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所

の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。 
 ※訪問介護（基準省令第２８条第１項） 

② 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所

の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行

うものとする。 
 ※訪問介護（基準省令第２８条第２項） 

☆ 指定居宅サービス事業者は、要介護者の人格を尊重すると

ともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者

のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 
 ※指定居宅サービス事業者（介護保険法第７４条第６項） 
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管理者の役割（業務）

　   出典： (社)シルバーサービス振興会資料他

運営に関する基準

法令遵守 
 

・人員配置の管理方法の把握 

・利用者数、サービス提供時間

の管理 

・利益供与禁止の管理 

・従業者数の管理 

事業所運営 
 

・契約書、重要事項説明書

の説明、交付、同意の管理 

・サービス利用申込みに係

る対応等 

・記録の整備、管理 

介護保険サービス管理 
 

・サービス計画の作成、説明、記録

等の業務管理 

・サービス提供に必要な助言・指導 

・家族との連携、交流の確保管理 
 
 

災害・リスクマネジメ

ント 
 

・災害発生時の対応 

・相談・苦情マネジメント 

・事故発生時の対応と記録 

給付管理 

出納管理 
 

・給付管理、利

用料等現金受

領等に関する

会計管理 

高齢者の虐待防止 

・人権擁護 
 

・高齢者虐待防止法に基づく

事業所としての管理 

・利用者の人権擁護 

変更届・更新等 
 

・変更届、更新等の管理 

サービスの質の向上 
 

・サービスの質の評価、向上に関する

管理 

・サービス情報の公表制度への対応 

人事労務・安全衛

生の管理 
 

・労働条件全般管理 

・従業者の勤怠管理 

・従業者の研修管理 

・安全衛生管理 

基本理念 

（提供拒否の禁止） 

 指定訪問介護事業所は、正当な理由なく指定訪問介護の提供

を拒んではならない。 
 ※訪問介護（基準省令第９条） 

（居宅介護支援事業者との連携） 

 指定訪問介護事業所は、指定訪問介護の提供の終了に際して

は、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当

該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連

携に努めなければならない。 
 ※訪問介護（基準省令第１４条第２項） 

 ※ 他の介護保険サービスにおいても同趣旨の規程が定められています。 
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https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040300/kourei
syagyakutai/gyakutaicheck.html 
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  http://www.dcnet.gr.jp 
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指定後の各種届出について

指定後の各種届出等は、事業所の所在地（和歌山市を除く）を所管する各振興局の担当窓口

で受け付けます。

なお、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、居宅介護支援、介護予防支援、

介護予防・日常生活支援総合事業サービスに関する指定事務等については、各市町村の担当窓

口にお問い合わせください。

【サービスの種類】

県が指定（和歌山市内の事業所除く）

【居宅サービス】

①訪問介護(共生型サービスを含む) ⑦通所リハビリテーション

②訪問入浴介護 ⑧短期入所生活介護

③訪問看護 ⑨短期入所療養介護

④訪問リハビリテーション ⑩特定施設入居者生活介護

⑤居宅療養管理指導 ⑪福祉用具貸与

介護給付 ⑥通所介護(共生型サービスを含む) ⑫特定福祉用具販売

【施設サービス】

①介護老人福祉施設 ③介護療養型医療施設（新規申請は受け付けていない）

②介護老人保健施設 ④介護医療院

【介護予防サービス】

①介護予防訪問入浴介護

②介護予防訪問看護

③介護予防訪問リハビリテーション

④介護予防居宅療養管理指導

⑤介護予防通所リハビリテーション

予防給付 ⑥介護予防短期入所生活介護

⑦介護予防短期入所療養介護

⑧介護予防特定施設入居者生活介護

⑨介護予防福祉用具貸与

⑩特定介護予防福祉用具販売
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市町村が指定

【居宅介護支援】

【地域密着型サービス】

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護

②夜間対応型訪問介護

介護給付 ③地域密着型通所介護

④認知症対応型通所介護

⑤小規模多機能型居宅介護

⑥認知症対応型共同生活介護

⑦地域密着型特定施設入居者生活介護

⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

⑨看護小規模多機能型居宅介護

【介護予防支援】

【地域密着型介護予防サービス】

予防給付 ①介護予防認知症対応型通所介護

②介護予防小規模多機能型居宅介護

③介護予防認知症対応型共同生活介護

介護予防

日常生活 ①訪問型サービス、②通所型サービス等

総合支援

事業

22



【指定後の各種届出・申請】

○変更届

事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合は、変更が

あった日から１０日以内に届け出る必要があります。（介護保険法第７５条第１項、第８２

条第１項、第８９条第１項、９９条第１項及び第１１５条の５第１項）

変更の届出が必要な事項

・事業所（施設）の名称

・事業所（施設）の所在地

・申請者の名称

・主たる事務所の所在地

・代表者（開設者）の氏名、生年月日及び住所

・登記事項証明書・条例等（当該事業に関するものに限る。）

・事業所（施設）の建物の構造・専用区画等

・備品（訪問入浴介護事業所及び介護予防訪問入浴介護事業）

・事業所（施設）の管理者の氏名、生年月日及び住所（介護老人保健施設は事前に承認を

受けること）

・サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

・運営規程

・協力医療機関（病院）・協力歯科医療機関

・事業所の種別

・提供する居宅療養管理指導の種類

・事業実施形態

（本体施設が特別養護老人ホームの場合の単独型・空床利用型・併設型の別）

・利用者、入所者又は入院患者の定員

・福祉用具の保管・消毒方法（委託している場合にあっては、委託先の状況）

・併設施設の状況等

・役員の氏名、生年月日及び住所

・介護支援専門員の氏名及びその登録番号
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※「従業者の職種、員数及び職務の内容」に係る変更届出の特例

本県では、運営規程に定める内容のうち、「従業者の職種、員数及び職務の内容」に係る

変更については年に１回の届出で足りるとしています。ただし、「従業者の職種、員数及び

職務の内容」に係る変更であっても、変更事項が次に該当する場合は、「変更届出の特例」

は適用されませんので、変更日から１０日以内に変更届を提出して下さい。

・事業所（施設）の管理者（施設長）の氏名及び住所の変更

・訪問介護事業所のサービス提供責任者の氏名及び住所の変更

・居宅介護支援事業所及び介護保険施設の介護支援専門員の氏名及びその登録番号の変更

・特定施設入居者生活介護の計画作成担当者の氏名及びその登録番号の変更

○廃止届及び休止届

事業を廃止または休止するときは、廃止または休止の日の１月前までに届け出る必要があ

ります。（介護保険法第７５条第２項、第８２条第２項及び第１１５条の５第２項）

○再開届

休止していた事業を再開した場合は、再開の日から１０日以内に届け出てください。

（介護保険法第７５条第１項、第８２条第１項及び第１１５条の５第１項）

○更新申請

事業所の指定は、６年ごとに更新を行わなければ効力を失います。（介護保険法第７０条

の２、第７９条の２、第８６条の２、第９４条の２及び第１１５条の１１）なお、提出期限

は、指定有効期限が月の末日の 場合は当該期限満了日の属する月の５日（５日が閉庁日の

場合は直後の開庁日）、末日以外 の場合は、有効期限満了日が属する月の前月の５日（５

日が閉庁日の場合は直後の開庁日） となっております。

例：７月３１日が指定有効期限→７月５日までに提出

７月２５日が指定有効期限→６月５日までに提出
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【介護報酬算定手続】

サービス種別 （介護予防含む） 提 出 日

・訪問介護(共生型サービスを含む)

・訪問入浴介護

・訪問看護

・訪問リハビリテーション 毎月１５日まで（翌月から算定）

・通所介護(共生型サービスを含む)

・通所リハビリテーション

・福祉用具貸与

・居宅介護支援

・短期入所生活介護

・短期入所療養介護

・特定施設入居者生活介護 毎月末日まで（翌月から算定）

・介護老人福祉施設 （受理日が 1日の場合はその月から算定）
・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設

・介護医療院

＜注意事項＞

①和歌山市内の事業所等については、和歌山市役所指導監査課にお問い合わせください。

②地域密着型（介護予防）サービス事業所等の市町村指定の事業所については、各市町村

介護保険担当課にお問い合わせください。

③事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなった場合は、基準に該当しなくなった日

から算定できなくなりますので、速やかに提出をお願いします。

④（介護予防）訪問看護における緊急時訪問看護加算については、届出を受理した日から

算定できます。

⑤同一事業所でも、複数のサービスを行っている場合は、提出書類はサービス毎にそれぞ

れ別々に作成してください。ただし、同一事業所において一体的に運営されている居宅

サービス及び介護予防サービスについては、一括して作成することができます。

⑥添付書類・資料については、Ａ４サイズで提出していただくようお願いいたします。
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【届出等提出先一覧】

所在市町村 提出先

海南市・紀美野町 〒 642-0022 海南市大野中 939
海草振興局 健康福祉部保健福祉課 073-483-8824

紀の川市・岩出市 〒 649-6223 岩出市高塚 209
那賀振興局 健康福祉部保健福祉課 0736-61-0021

橋本市・かつらぎ町 〒 649-7203 橋本市高野口町名古曽 927
高野町・九度山町 伊都振興局 健康福祉部保健福祉課 0736-42-5440

有田市・湯浅町 〒 643-0004 有田郡湯浅町湯浅 2355-1
広川町・有田川町 有田振興局 健康福祉部保健福祉課 0737-64-1294

御坊市・美浜町・日高町 〒 644-0011 御坊市湯川町財部 859-2
由良町・印南町・日高川町 日高振興局 健康福祉部保健福祉課 0738-24-0996

田辺市・みなべ町・白浜町 〒 646-8580 田辺市朝日ヶ丘 23-１
上富田町・すさみ町 西牟婁振興局 健康福祉部保健福祉課 0739-26-7932

新宮市・那智勝浦町 〒 647-8551 新宮市緑ヶ丘 2-4-8
太地町・北山村 東牟婁振興局 健康福祉部保健福祉課 0735-21-9629

串本町・古座川町 〒 649-4122 東牟婁郡串本町西向 193
東牟婁振興局

健康福祉部串本支所 地域福祉課 0735-72-0525

（参考）和歌山市 〒 640-8511 和歌山市七番丁 23番地
和歌山市役所 保険医療部指導監査課 073-435-1319

※ 変更届、更新申請等の各種様式は

「きのくに介護 de ネット」（http://wave.pref.wakayama.lg.jp/kaigodenet/main1.html）の
【各種申請・届出】に掲載していますのでご利用ください。

26



【
法
人
に
関
す
る
変
更
】

変
更
事
項

登
記
簿
謄
本

条
例
等

事
業
所
一
覧

運
営
規
程

介
護
保
険
法
に

基
づ
く
誓
約
書

暴
力
団
の
排
除
に

関
す
る
誓
約
書

法
人
の
名
称
及
び
所
在
地

○
○
（
※
１
）

○

法
人
代
表
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

○
○
（
※
２
）

○
○

登
記
事
項
・
条
例
等

（
※
当
該
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）

○

【
事
業
所
（
施
設
）
等
に
関
す
る
変
更
】

変
更
事
項

付
表

運
営
規
程

勤
務
表

経
歴
書

資
格
証

平
面
図

写
真

賃
貸
借

契
約
書

住
宅
地
図
等

介
護
保
険
法
に

基
づ
く
誓
約
書

暴
力
団
の
排
除
に

関
す
る
誓
約
書

事
業
所
（
施
設
）
の
名
称

○
○

事
業
所
（
施
設
）
の
所
在
地

○
○

○
○

○
○

建
物
の
構
造
、
専
用
区
画
等

○
（
※
１
）

○
○

○
（
※
１
）

管
理
者
の
氏
名
及
び
住
所

○
○
（
※
１
）

○
○
（
※
２
）

○
○

サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
の
氏
名
及
び
住
所

○
○
（
※
１
）

○
○

○

介
護
支
援
専
門
員
の
氏
名
及
び
登
録
番
号

○
○
（
※
１
）

○
○

運
営
規
程

○
（
※
１
）

○
○
（
※
３
）

○
（
※
３
）

変
更
届
出
書
添
付
書
類
一
覧

変
更
届
出
書
（別
記
第
４
号
様
式
）に
は
、
変
更
事
項
に
応
じ
た
添
付
書
類
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
下
記
一
覧
表
を
参
考
に
必
要
な
書
類
を
添
付
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

（注
１
）下
記
一
覧
表
に
記
載
の
な
い
事
項
に
関
す
る
変
更
の
場
合
は
、
個
別
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（注
２
）下
記
の
添
付
書
類
は
主
な
も
の
で
す
の
で
、
そ
れ
以
外
の
添
付
書
類
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（注
３
）添
付
書
類
の
う
ち
写
し
の
場
合
は
必
ず
原
本
証
明
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
１
：
法
人
の
名
称
、
所
在
地
の
記
載
が
あ
る
場
合

※
２
：
複
数
の
事
業
所
の
指
定
を
受
け
て
い
る
法
人
で
あ
っ
て
も
、
事
業
所
一
覧
を
添
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
事
業
所
ご
と
に
変
更
届
出
書
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

※
１
：
当
該
変
更
事
項
に
係
る
記
載
が
あ
る
場
合

※
２
：
管
理
者
に
資
格
要
件
が
あ
る
場
合

※
３
：
人
員
に
関
す
る
変
更
の
場
合
（
職
員
の
派
遣
等
に
係
る
契
約
書
等
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
写
し
を
添
付
）

27



長 第０３２００００３号

平成３１年 ３月２０日

各指定居宅サービス事業所

各指定介護予防サービス事業所 開設者 様

各 介 護 保 険 施 設

和歌山県 福祉保健部 福祉保健政策局

長寿社会課 介護サービス指導室長

（ 公 印 省 略 ）

運営規程の「従業者の職種、員数及び職務の内容」に係る変更届出書の提出について

介護保険法の規定により、指定居宅サービス等事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在

地その他厚生労働省令で定める事項（運営規程等）に変更があった場合には、変更があった日から

１０日以内に届け出なければなりませんが、本県では、変更届出手続きの簡素化を図るため、運営

規程の内容のうち「従業者の職種、員数及び職務の内容」に係る変更については、年に１度の届出

でよいとしているところです（「変更届出の特例」）。

つきましては、平成３１年６月１日時点の状況について、下記により、変更届出書を提出してくだ

さい。

本通知は、法人に対し１部のみ送付しておりますので、傘下の施設・事業所には貴職から通知し、

届出漏れのないよう周知徹底願います。

記

１ 提出期間 平成３１年６月３日（月）～平成３１年６月２８日（金）

２ 提出書類＜（1）及び（２）については、平成３0年１０月に様式の改正を行っていますのでご注意ください。＞

（１）変更届出書（別記第４号様式）

※ 様式については、「きのくに介護deネット」(http://wave.pref.wakayama.lg.jp/kaigoden
et/careprov/todokede/todokede.html)に掲載しておりますので、ご参照下さい。

（２）各サービスに係る付表

（３）従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（平成３１年６月分）

別紙７－１ 訪問介護 ・ (介護予防)訪問入浴介護 ・ (介護予防)訪問看護・ (介護予防)訪問リハビリ

(介護予防)居宅療養管理指導・ (介護予防)福祉用具貸与 ・ 特定(介護予防)福祉用具販売

別紙７－２ 通所介護 ・ (介護予防)通所リハビリ

別紙７－３ (介護予防)短期入所生活介護 ・ (介護予防)短期入所療養介護 ・ (介護予防)特定施設入居者生活介護

介護老人福祉施設 ・ 介護老人保健施設 ・ 介護療養型医療施設 ・介護医療院

（４）兼務先の従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（平成３１年６月分）

※ 当該事業所に併設される同一法人が開設する事業所・施設に限ります。

（５）資格が必要な職種については資格証等の写し

※ 全て原本証明をしてください。

※ 資格が必要な職種の方の全員分を添付し「従業者の勤務体制及び勤務形態の一覧表」に

記載した順に添付してください。

また、婚姻等により、資格証等の姓が改まっている場合は、戸籍謄本等の写し（要原本

証明）を添付してください。

※ 人員基準上、資格要件がない介護職員については添付が不要（ユニット型指定介護老人

福祉施設におけるユニットリーダー研修修了者は除きます。）

※ （介護予防）短期入所生活介護及び（介護予防）短期入所療養介護において、本体施設

の変更届に資格証等がある従業者については添付を省略できます。

（６）運営規程
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３ 提出部数及び提出先（下記の提出先まで持参してください）

サービスの種類 提出部数 提 出 先

○ 居宅サービス ２部
○ 介護予防サービス 事業所又は施設の所在する地域

を管轄する振興局健康福祉部保
○ 介護老人福祉施設（併設の短期入所生活介護を含む） ３部 健福祉課（串本支所については
○ 介護老人保健施設（併設の短期入所療養介護を含む） 地域福祉課）
○ 介護療養型医療施設（併設の短期入所療養介護を含む）
○ 介護医療院（併設の短期入所療養介護を含む）

（注）「居宅介護支援事業所」、「地域密着型サービス」及び「介護予防・日常生活支援総合事
業」につきましては、事業所所在地の各市町村介護保険担当課へお問い合わせください。
また、和歌山市内に所在する事業所、施設につきましては、和歌山市役所指導監査課（℡
073-435-1319）へお問い合わせください。

４ 留意事項

（１）次の場合は、「変更届出の特例」が適用されず、変更日から１０日以内の届出が必要です。

① 事業所（施設）の管理者の氏名及び住所等の変更（各サービス共通）

② 訪問介護事業所のサービス提供責任者の氏名及び住所等の変更

③ 介護保険施設の介護支援専門員の氏名及びその登録番号の変更

④ 特定施設入居者生活介護の計画作成担当者の氏名及びその登録番号の変更

（２）次の場合は、「変更届出の特例」による届出が不要となります。

① 平成３０年６月１日と平成３１年６月１日を比較して、職員の員数等に変更がない場合

（この場合であっても、（１）の場合は変更届が必要です。）

② 平成３０年６月１日と平成３１年６月１日を比較して職員の員数等に変更があるが、平成

３０年６月以降に指定（許可）更新を受けた場合又は平成３０年７月以降に「従業者の職種、

員数及び職務の内容」に係る変更の届出をしている場合（資格が必要な職種の方の全員分の

資格証を添付している場合に限る。）で、その時点と平成３１年６月１日を比較して、職員

の員数等に変更がない場合（この場合であっても、（１）の場合は変更届が必要です。）

③ 平成３１年５月３１日から７月３１日までに指定（許可）有効期間が満了となる事業所

（施設）であって、指定（許可）更新を受ける事業所（施設）

④ 保険医療機関又は保険薬局が「みなし指定」により行っている（介護予防）居宅療養管理

指導、（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ及び（介護予防）短期入所療養

介護

（３）平成３０年６月１日以降に新規指定を受けた事業所

新規指定を受けた時点から職員の員数等に変更がある場合は変更届出書を提出してください。

（訪問介護及び訪問型サービス等を一体的に運営規程に定めている場合の変更等について）

訪問介護と訪問型サービスを運営規程に一体的に定めている場合や、通所介護と通所型サービスを運営規程に一

体的に定めている場合において、訪問型サービス及び通所型サービスに関する規定のみを変更（新規で追加する場

合も含む。）等する場合、変更届は不要です。

（利用者負担割合の見直しに伴う運営規程の変更等について）

介護保険制度改正に伴い、平成３０年８月から一定の所得のある方の利用者負担割合が３割となっていますが、

負担割合変更による運営規程の変更等の取扱については、平成３０年７月４日付け長第07040001号で通知してい

ますので必要に応じて確認をお願いします。（きのくに介護deネットに掲載しています。）

担 当：介護サービス指導室
ＴＥＬ：073-441-2527
ＦＡＸ：073-441-2523
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和歌山県基準条例について 

１ 条例の名称、根拠法令及び国基準 

 

条例の名称 根拠法令 国 基 準 

和歌山県指定介護老人福祉施設の人

員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例 

介護保険法 

(平成 9年 

法律第 123号) 

指定介護老人福祉施設の人員、設備

及び運営に関する基準（平成 11 年

厚生省令第 39号） 

和歌山県介護老人保健施設の人員、施

設及び設備並びに運営に関する基準

を定める条例 

介護老人保健施設の人員、施設及び

設備並びに運営に関する基準（平成

11年厚生省令第 40号） 

和歌山県指定介護療養型医療施設の

人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例 

指定介護療養型医療施設の人員、設

備及び運営に関する基準（平成 11

年厚生省令第 41号） 

和歌山県介護医療院の人員、施設及び

設備並びに運営に関する基準を定め

る条例 

介護医療院の人員、施設及び設備並

びに運営に関する基準 (平成 30 年

１月 18日厚生労働省令第５号) 

和歌山県指定居宅サービス等の事業

の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例 

指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準（平成 11

年厚生省令第 37号） 

和歌山県指定介護予防サービス等の

事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関す

る基準等を定める条例 

 

指定介護予防サービス等の事業の

人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関す

る基準（平成 18 年厚生労働省令第

35号） 

 

２ 県独自基準の内容 

（１）国基準を変更する基準 

  ア 対象となる施設： 

指定介護老人福祉施設（※ユニット型は除きます。）、指定特定施設入居者生活 

介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護 
 

項  目 国 基 準 県独自基準 

一の居室の定員 

 

 

 

一の居室の定員は、１人とすること。 

ただし、入所者へのサービスの提供上

必要と認められる場合は、２人とする

ことができる。 

一の居室の定員は、１人とすること。 

ただし、地域の実情等を踏まえ知事が

必要と認める場合は、４人以下とする

ことができる。 

 

 

 
  イ 対象となる施設・サービス： 

指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院 

指定居宅サービス、指定介護予防サービス 
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項  目 国 基 準 県独自基準 

記録の整備 

 

 

 

入所者の処遇又はサービスの提供に

関する記録を整備し、その完結の日か

ら２年間保存しなければならない。 

 

入所者の処遇又はサービスの提供に関

する記録を整備し、当該処遇又はサー

ビスを提供した日から５年間保存しな

ければならない。 

 

（２）県独自に追加する基準 

    対象となる施設・サービス： 

指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院 

指定居宅サービス、指定介護予防サービス 
 

項  目 県独自基準 

人権擁護 
入所者・利用者の人権を擁護するため、人権擁護推進員を置くとともに、職員

に対し人権擁護に関する研修を実施しなければならない。 

非常災害対策 

（※） 

非常災害対策を推進するため、災害対策推進員を置かなければならない。 

 

衛生管理 

（※） 

衛生管理を推進するため、衛生管理推進員を置かなければならない。 

 

 

※災害対策推進員及び衛生管理推進員の配置は、次の施設・サービスが対象となります。 

指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所

療養介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、通所介護、通所リハビリテーション 

 

（３）その他の基準 

    上記（１）、（２）以外の基準については、国基準で定める基準と同様とする。 

 

３ その他条例で定める基準 

  介護保険法の改正に伴い、各施設や事業所の設備及び運営に関する基準以外に、条例で定

めることとされた基準についても併せて規定しました。 

 

（１）指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定に関する基準のうち、

申請者の法人格の有無に係る基準（厚生労働省令に従うべき基準） 

 

     県基準：法人とする。 

 

（２）指定介護老人福祉施設の入所定員に係る基準（３０人以上であって条例で定める数） 

 

     県基準：３０人以上とする。 

 

４ 施行日 

   平成２５年４月１日 

   平成３０年４月１日(介護医療院関係) 
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長 第 0 1 1 8 0 0 0 5 号  

平成３１年１月１８日 

各和歌山県所管指定居宅サービス事業所管理者 

各和歌山県所管指定介護予防サービス事業所管理者 

各和歌山県所管指定介護老人福祉施設管理者 

各和歌山県所管介護老人保健施設管理者 

各和歌山県所管指定介護療養型医療施設管理者     様 

各和歌山県所管養護老人ホーム施設長          

各和歌山県所管軽費老人ホーム施設長 

各和歌山県所管有料老人ホーム管理者 

各和歌山県所管サービス付き高齢者向け住宅代表者 

 

                   和歌山県福祉保健部福祉保健政策局 

介護サービス指導室長 

（公印省略） 

 

サービス提供による「事故発生の未然防止」、「事故発生時の迅速・適切な 

対応・報告」及び「再発防止に向けた取組」の徹底について（依頼） 

 

県内の介護保険事業所等におけるサービス提供による事故は、今年度も多数発生して

おり、事故発生後の利用者・入所者（以下、「入所者等」という。）家族との対応がうま

くいっていない事例も見受けられます。 

 

介護保険事業者は、入所者等に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、

速やかに市町村、入所者等の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければ

ならないと厚生労働省令で定められています。 

また、事故発生時における対応については、平成 22 年 9 月 24 日付け長第 440 号通知

により、適切な対応をお願いしているところです。 

 

今般、事故発生時における対応等の流れを分かりやすくするため、別添のとおり「サ

ービス提供による事故発生時における対応フロー（標準例）」を作成したので送付しま

す。 

 

介護保険事業者におかれましては、事故を未然に防ぐための研修等の取組を徹底して

頂くとともに、事故が発生した場合の入所者等の家族等への速やかな連絡と適切丁寧な

対応及び関係機関への迅速な報告の実施について、職員に対して周知徹底をお願いしま

す。加えて、事故の再発防止に向けた取組についても、万全を期すようお願いします。 

 

なお、介護保険施設以外の施設についても、この対応フロー（標準例）を参考として

頂き、同様に適切な対応をお願いします。 

 

※「平成 22 年 9 月 24 日付け長第 440 号通知」 

「介護保険事業者の事故発生時における報告取扱い要領(標準例)、報告様式」 

「サービス提供による事故発生時における対応フロー（標準例）」については、 

「きのくに介護 de ネット」 

（http://wave.pref.wakayama.lg.jp/kaigodenet/index.html)に掲載しています。 

和歌山県介護サービス指導室 
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「サービス提供による事故発生時における対応フロー（標準例）」 

 
 
１ 目的 
    介護保険事業所等において、利用者・入所者（以下、「入所者等」という。）に対する
サービス提供により事故が発生した場合に、速やかに必要な措置（入所者等の生命や身
体の保護、安全確保）、入所者等の家族等への連絡・状況等説明、市町村・県への報告及
び再発防止策の実施など、迅速かつ適切な対応を行うことで、安全な介護サービスの提
供と質の向上を図る。 

 

 

２ 対応のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス提供中の事故発生 

入所者等の生命・身体の保護、安全確保 

（※ 医療機関の受診、救急車による搬送、関係 

機関（保健所・消防署・警察等）へ連絡） 

要因分析・再発防止策の検討 

市町村、県(※)へ報告 

・ケース分析・検討 

・事故防止委員会の開催 

・再発防止策に時間を要する場合 

は、事故報告(第一報)を報告 

入所者等の家族等へ連絡 

発生時の状況等説明 

・管理者まで報告 

・記録の整備 

再発防止策の実施・周知 

＜報告対象事業所等＞ 

・居宅サービス事業所 

・介護予防サービス事業所 

・介護老人福祉施設 

・介護老人保健施設 

・介護医療院 

・介護療養型医療施設 

・養護老人ホーム 

・軽費老人ホーム 

・有料老人ホーム 

・サービス付き高齢者向け住宅 

・老人福祉センター 

・生活支援ハウス 

＜報告対象事故＞ 

・死亡事故 

・負傷等けが（医療機関への入

院又は継続治療が必要なもの） 

・食中毒、感染症、結核等 

・職員の法令違反、不祥事等 

・災害（※被害状況報告書による

報告とする。） 

・その他事業者が報告を必要と

判断するもの、市町村が報告

を求めるもの 

事故防止の取組、損害賠償保険の加入(※) 

・事業所等内研修の実施 

（※必要に応じて） 

・事業所等内研修の実施 

※ 入所者等の生命等に係る緊急性・重大

性の高い事故については、市町村への

報告と同時に県に報告すること。 

（※必要に応じて） 
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長 第 ４ ４ ０ 号
平成２２年９月２４日

各指定居宅サービス事業者
各指定介護予防ｻｰﾋﾞｽ事業者
各指定居宅介護支援事業者
各指定介護老人福祉施設開設者
各介護老人保健施設開設者 様
各指定介護療養型医療施設開設者
各老人短期入所施設開設者
各老人デイサービスセンター開設者
各 養 護 老 人 ホ ー ム 施 設 長
各 軽 費 老 人 ホ ー ム 施 設 長
各老人福祉センター管理者
各 生 活 支 援 ハ ウ ス 管 理 者
各 有 料 老 人 ホ ー ム 施 設 長

和歌山県福祉保健部 福祉保健政策局
長寿社会課長
（公印省略）

介護保険事業者等の「事故発生の未然防止の徹底」及び「事故発生時における
報告の取扱い」の周知徹底について

県内の介護保険事業所における介護保険サービス提供時の事故は、本年も多数発生
しております。

介護保険事業者は、利用者・入所（入院）者に対するサービス提供時に事故が発生
した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族等に報告等を行うことが厚生労働省
令等で定められております。

事故発生時における対応については、平成19年12月14日長第635号「介護保険事業
者の事故発生時における報告取扱い要領（標準例）」通知により、適切な対応をお願
いしているところですが、介護保険事業者におかれましては、事故を未然に防ぐため
職員研修等により事故防止のための取り組みを徹底していただくとともに、事故発生
時の適切な対応についても職員等へ周知徹底していただき、万全を期すようお願いし
ます。

また、介護保険施設以外の施設におかれても、この取扱い要領に準じて対応いただ
くようお願いします。

この取扱い要領及び報告様式は、長寿社会課ホームページ「きのくに介護deネット」
（http://wave.pref.wakayama.lg.jp/kaigodenet/index.html) に掲載しています。
また、各市町村で既に本件取扱いについて要領等が定められている場合には、その

市町村の指示に従い、適切な対応をお願いします。

なお、本通知は、法人等に対し１部のみ送付しておりますので、傘下の事業所には
当該法人等から周知願います。

担当 長寿社会課ｻｰﾋﾞｽ指導班、長寿社会班

TEL 073-441-2527（直通）
FAX 073-441-2523

34



 

 

介護保険事業者の事故発生時における報告取扱要領（標準例） 
 

１ 報告すべき事故の対象 

  報告すべき事故は、事業者が行うサービス提供中の利用者の事故及びサービス提 

供に関連する利用者の事故とする。 

 

２ 報告すべき事故の種類及び範囲 

  事業者は、次の事由に該当する場合は報告すべき事故として市町村に対して報告 

する。 
（１）サービス提供中の利用者の死亡事故又は負傷等のケガの発生 

（注１）「サービス提供中」とは、送迎、通院等の間を含む。 

         また、在宅の通所･入所サービス及び施設サービスにおいては、利用者が事業            

所･施設(以下｢事業所等という｡｣)内にいる間は、｢サービス提供中｣に含まれる。 

（注２）報告すべきケガの程度については、医療機関に入院又は医療機関において継続       

して治療することを必要とするものとする。ただし、利用者又はその家族等との       

間で何らかのトラブルが発生するおそれがある場合には、ケガの程度にかかわら       

ず報告する。 

（注３）利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性

がある場合（利用者の家族等との間で何らかのトラブルが発生するおそれがある場

合を含む。）は報告する。 

（注４）報告すべきものについては、事業者側の過失の有無は問わない。 
 

（２）食中毒及び感染症、結核等の発生 

（注）保健所等関係機関へも報告を行い、関係機関の指示に従う。 

（３）職員（従業者）の法令違反、不祥事等の発生 

（注）報告すべきものについては、利用者へのサービスの提供に関連するものとする。 

    ＜例：利用者からの預り金の横領事件や利用者の送迎時の交通事故など＞ 

（４）災害の発生 

    （注）震災、風水害及び火災等の災害により利用者へのサービスの提供に影響するもの      

とする。 

（５）その他事業者が報告を必要と判断するもの及び市町村が報告を求めるもの 

 

３ 報告の手順 
（１）事故発生時の第一報 

   ① 事故が発生した場合は、速やかに当該利用者の家族等に連絡するとともに、   

所要の関係機関へも報告・連絡を行い、関係市町村へ報告する。 

    併せて、関係居宅介護支援事業者等へも連絡する。 

    

② 利用者の死亡に至る事故など生命等に係る緊急性・重大性の高いものについ   

ては、直ちに、関係市町村へ電話により第一報の報告を行い、その後速やかに   

報告書を提出する。ただし、市町村が就業時間外で電話連絡が取れない場合は、

市町村へＦＡＸを送信しておき、翌就業日に連絡する。 

   

③ 利用者の死亡に至る事故など生命等に係る緊急性・重大性の高い事故につい   

ては、所管の県の振興局健康福祉部へも併せて報告する。 
 

（２）最終報告及び途中経過報告 

   事業者は、事故処理が終了した時点で、その事故処理の結果について関係市町  
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村へ報告書の提出を行う。 

   併せて、事故処理が長期化する場合には、適宜、途中経過の状況について市町

村へ報告する。 

 

４ 報告事項及び報告様式 
（１）報告事項 

   報告事項は、次のとおりとする。 

  ① 報告者 

      ＜項目：法人の名称及び代表者氏名、事業所の名称・所在地・電話番号・管理者 

        （責任者）の氏名＞ 

  ② サービスの種類（事故が発生したサービス） 

  ③ 利用者（事故対象者） 

      ＜項目：氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、介護保険被保険者番号、介護度等＞ 

  ④ 事故の概要 

     ＜項目：発生日時、発生場所、事故の種類、事故の内容（発生時の状況及び経緯）＞ 

  ⑤ 事故発生時の対応 

     ＜項目：対処の方法、家族、関係機関等への連絡及び通報状況（搬送・治療した医療機関         

への連絡状況と治療の内容（診断結果を含む。）、利用者の家族等、居宅介護支援         

事業者、警察等への連絡・通報状況）＞ 

   ⑥ 事故発生後の対応 

     ＜項目：利用者の状態、利用者の家族等への報告・説明（家族等の氏名、利用者との続柄         

及び住所、報告日時、事業者の対応状況、家族等の理解の状況）、損害賠償の発         

生に関する状況＞ 

   ⑦ 事故の原因分析及び再発防止に向けての今後の取組み 

     ＜項目：事故が発生した原因分析、再発防止のための改善策、改善策の実施状況＞   

   ⑧ その他の特記事項  

               

（２）報告様式                                                               

   関係市町村（３の（１）の③の場合には、県を含む。５及び６について同じ。）  
への報告は、当該市町村が様式を定めている場合には、その様式で報告するもの  

とし、特に様式の定めがない場合には別紙標準様式により報告するものとする。   

この場合において、事業者は、あらかじめ、市町村に電話等で様式等について  

確認をするものとする。   

   ただし、４の（１）に掲げる報告事項が明記されている場合は、別紙標準様式  

によらず、必要に応じて事業者独自の様式で報告することができるものとする。  

 

５ 報告先                                                                   

  事故に係る当該利用者の保険者である市町村へ報告する。この場合において、当 

該事業所等の所在地がその市町村と異なる場合には、事業所等の所在する市町村へ 

も併せて報告する。                                                 

                                                                               
６ その他の事業者の対応                                             

  事業者は、事故発生時に適切な対応を行うための事故対応マニュアルを整備し、 

 職員（従業員）に周知徹底する。                                             

    事業者は、発生した事故について原因を分析・解明し、及び再発防止に向けての 

対策を講じるとともに、市町村からより詳細な確認等を求められた場合には再度報 

告を行うなど市町村の指示に従う。 
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平成 年 月 日

市（町村）長　様

法人名 代表者氏名

事業所名 電話番号

所在地

管理者氏名

ふりがな 　性　別 　　男　　・　　女

　明治

　大正

　昭和

　要支援　　１　・　２

　要介護　　１　・　２　・　３　・　４　・　５

（※現場の状況等が分かる資料も添付してください。）

（※複数の場合には、該当する項目全てにチェックをするとともに、その中で最も症状が重い項目にはダブルチェックをしてください。）

骨折 やけど 感染症・結核

打撲・捻挫・脱臼 その他の外傷 職員の法令違反、不祥事

切傷・擦過傷 食中毒 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

異食・誤えん

（注）ケガの程度は医療機関に入院又は継続して治療を要する場合が対象となります。

（※発生時の状況及び経緯(事故対象者の報告時の状況、事故の原因等を含む。)について、できるだけ詳細に記入してください。）

（※できるだけ詳細に記入してください。）

 ★家族、関係機関等への連絡又は通報状況について（次の①～⑤へ連絡・通報した場合、必要事項を記入してください。）

   ①搬送した医療機関（治療を行った医療機関）　 

   ②利用者の家族等　　　　　　　    　　　　　　     　

   ③居宅介護支援介護事業者等        　　　　　   

   ④警察 　　　　　 　　　　         　　　　　　 　　　　　

　 ⑤その他（　　      　     　　　　　　　　　   　　）     

　治療の内容： （診断結果を含む。）

　　事故発生時の対応

　　（※応急措置、家族への
       連絡状況、医療機関へ
       の連絡及び搬送・治療

　　　 状況等を記入。）

対処の方法

＜ 連絡日時 ： 平成　　年　　月　　日（　　）　　　時　　　分頃 ＞

＜ 通報日時 ： 平成　　年　　月　　日（　　）　　　時　　　分頃 ＞

　事 故 の 概 要

発生日時 　　　平　成　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　）　　　　　　　時　　　　　　分　頃

※死亡に至った場合はその死亡年月日 ：平成　　年　　月　　日 （　　）　　　　時　　　分頃

発生場所

　事故の内容

電話番号

※医療機関名：　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　

＜ 連絡日時 ： 平成　　年　　月　　日（　　）　　　時　　　分頃 ＞

年　　　　月　　　　日　　（　　　 歳）

所在地：

介護保険被
保険者番号

要介護度等

事故の種類

＜ 連絡日時 ： 平成　　年　　月　　日（　　）　　　時　　　分頃 ＞

 ＜ 連絡日時 ： 平成　　年　　月　　日（　　）　　　時　　　分頃 ＞

介 護 保 険 事 業 者 　事 故 報 告 書　

サービスの種類
（事故が発生したサービス）

利 　  用   　者
（事故対象者）

氏　　名
生　年
月　日

住　　所

別紙標準様式 
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（※病状、入院の有無、その他利用者の報告時までの状態を記入してください。）

（※できるだけ具体的に記入してください。）

　注）記載しきれない場合は、任意の別紙に記載のうえ、この報告書に添付してください。

利用者との
続　　 柄

　　家族等の氏名

　　事故の原因分析
　　及び再発防止に
　　向けての今後の
　　取組み

利用者の
家族等への
報告・説明

家 族 等
の 理 解
の 状 況

事故発生後の対応

損害賠償の発生
に関する状況

利用者の状態

その他の特記事項

　　事業者の
　　対応状況
　　（説明内容等）

家族等の住所

家族等への
報 告 日 時

　　 平成　　　年　　　月　　　日　（　　）　　　　時　　　　分　頃
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介護サービス情報の公表制度について 

●平成１８年４月１日の介護保険法の改正に伴い、介護サービスの内容や運営状況に 
 関する情報を公表することが義務付けられています。 
●この制度は、介護サービスの利用者等が公表したサービス事業者の情報を比較検討 
 することにより、利用者等の主体的な事業者選択を可能にすることを目的としています。 

●介護サービス事業者は、年に１回、介護サービス情報を報告する必要があります。 
●平成２４年度以降は、事業者の自己責任による公表となりますが、事業者において調査  
 を受けることを希望される場合は、指定調査機関が実施します。（HP参照） 

１. 制度の趣旨 

２. 制度の概要 

３. 対象事業者 

 対象サービス（介護保険法施行規則第140条の43）を提供する事業者のうち、次の①②
に該当する事業者（別紙参照） 
 ①計画の基準日前１年間において、介護報酬実績額（利用者負担を含む。）が１００万円 
  を超える事業者 
 ②計画の基準日から１年間に、新たに指定を受ける介護サービス事業者 

４. 公表の仕組み 

６. 手数料 

手数料はかかりません。 
※調査機関に調査を希望する場合のみ、手数料が必要です。 

介護サービス事業者 
■基本情報 
基本的な事実情報 
（例）事業所の所在地、従業員数、営業時間など 

 
■運営情報 
介護サービスに関する具体的な取り組みの状況 
（例）外部機関との連携、苦情対応の状況など 

和
歌
山
県 

報告 

利用者（高齢者） 
利用者家族 
ケアマネジャー 
          等 

公表 

介護サービス情報公表システム＜国で一元管理＞ 

【HP：https://wave.pref.wakayama.lg.jp/kaigodenet/index.html】 
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【対象サービス一覧】

1 訪問介護
2 訪問入浴介護（予防含む）
3 訪問看護（予防含む）
4 訪問リハビリテーション（予防含む）
5 通所介護
6 療養通所介護
7 通所リハビリテーション（予防含む）
8 福祉用具貸与（予防含む）
9 短期入所生活介護（予防含む）
10 短期入所療養介護（介護老人保健施設）（予防含む）
11 短期入所療養介護（介護療養型医療施設等）（予防含む）
12 認知症対応型共同生活介護（予防含む）
13 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）（予防含む）
14 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）（予防含む）
15 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム：サービス付き高齢者向け住宅）（予防含む）
16 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム・外部サービス利用型）（予防含む）
17  特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム・外部サービス利用型）（予防含む）
18 特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型）（有料老人ホーム：サービス付き高齢者向け住

宅）（予防含む）
19 地域密着型特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）
20 地域密着型特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）
21 地域密着型特定施設入所者生活介護（有料老人ホーム：サービス付き高齢者向け住宅）
22 特定福祉用具販売（予防含む）
23  居宅介護支援
24 介護老人福祉施設
25 介護老人保健施設
26 介護療養型医療施設
27 地域密着型介護老人福祉施設
28 夜間対応型訪問介護
29 認知症対応型通所介護（予防含む）
30 小規模対応型居宅介護（予防含む）
31 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
32 看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）
33 地域密着型通所介護
34 介護医療院
35 短期入所療養介護（介護医療院）（予防含む）

＜別紙＞

　公表対象とするサービスは35種類あります。サービスが併設されている場合でも、報告や調査はそれ
ぞれ行う必要があります。
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㛤タ⪅㸦⏦ㄳ⪅㸧ࡢఫᡤࢆ⛣㌿ࡁࡓࡋ
㸦㸧ᰴᘧ♫ࡢۑۑఫᡤኚ᭦

ᴗᡤࢆ⛠ྡࡢኚ᭦ࡁࡓࡋ
㸦㸧ࢫࣅ࣮ࢧࢹۑۑЍࢫࣅ࣮ࢧࢹڹڹ

㛤タ⪅㸦⏦ㄳ⪅㸧ࢆ⛠ྡࡢኚ᭦ࡁࡓࡋ
㸦㸧ᰴᘧ♫ۑۑЍۑۑᰴᘧ♫

༊⏬ᩚ⌮➼ࠊࡾࡼ㛤タ⪅㸦⏦ㄳ⪅㸧ࡸᴗᡤࡢᡤᅾᆅࡢ
ఫᒃ⾲♧ࡀኚ᭦ࡁࡓࡗ࡞
㸦㸧ۑۑᕷᏐڹڹЍۑۑᕷڹڹ

ኚ᭦ᒆኚ᭦ᒆኚ᭦ᒆኚ᭦ᒆ

ͤ⏤ࡀⓎ⏕10ࡽ࡚ࡋ᪥௨ෆᥦฟࡔࡃ࡚ࡋ
࠸ࡉ

ᗫṆᒆᗫṆᒆᗫṆᒆᗫṆᒆ
㸩㸩㸩㸩

ᣦᐃ⏦ㄳ᭩ᣦᐃ⏦ㄳ᭩ᣦᐃ⏦ㄳ᭩ᣦᐃ⏦ㄳ᭩
㸩㸩㸩㸩

ㄋ⣙᭩ㄋ⣙᭩ㄋ⣙᭩ㄋ⣙᭩

ᗫṆᒆᗫṆᒆᗫṆᒆᗫṆᒆ

ͤᴗᡤЍㆤࢆࢫࣅ࣮ࢧᥦ౪ࡿࡍሙᡤࠉࠉ㸦㸧ࠊࣥࣙࢩ࣮ࢸࢫ࣮ࣃࣝ࣊ゼၥ┳ㆤᴗᡤ࡞

ͤᗫṆᒆࠊࡣ࡚࠸ࡘ⏤ࡀⓎ⏕10ࡽ࡚ࡋ᪥
௨ෆᥦฟ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ
ͤᣦᐃ⏦ㄳ᭩ࠊࡣ࡚࠸ࡘᣦᐃ᪥ࡾࡼ๓ᥦ
ฟ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

ͤ⏤ࡀⓎ⏕10ࡽ࡚ࡋ᪥௨ෆᥦฟࡔࡃ࡚ࡋ
࠸ࡉ

㸦㸧 㸦ᚲせ࡞ᒆฟ㸧

ͤᣦᐃࢆ㎡㏥30ࡿࡍ࠺ࡼࡋ᪥๓࡛ࡲᥦฟࡋ
࠸ࡉࡔࡃ࡚

⏕άಖㆤἲࡿࡼᣦᐃࢆ㎡㏥ࡁࡿࡍ࠺ࡼࡋ

ㆤᶵ㛵ࢆఇṆࡁࡓࡋ

ఇṆࡓ࠸࡚ࡋㆤᶵ㛵ࢆ㛤ࡁࡓࡋ

ᴗᡤࢆᗫṆࡁࡓࡋ
୍ͤ㒊ࢆࢫࣅ࣮ࢧࡢᗫṆࡿࡍሙྜࠊࡣᗫṆࡢ࡚࠸ࡘࢫࣅ࣮ࢧࡿࡍ
ᗫṆᒆࢆᥦฟࡿࡍᚲせࡍࡲࡾ࠶ࡀ

ͤ⏤ࡀⓎ⏕ࡽ࡚ࡋ
10᪥௨ෆᥦฟࡃ࡚ࡋ
࠸ࡉࡔ

㎡㏥ᒆ㎡㏥ᒆ㎡㏥ᒆ㎡㏥ᒆ

ᴗᡤࢆ⛣㌿ࡁࡓࡋ
㸦㸧ࡢ࣮ࢱࣥࢭ࣮ࣃࣝ࣊ڧڧఫᡤኚ᭦
ͤᴗᡤࢆ⛣㌿ࠊࡁࡓࡋㆤಖ㝤ἲࡢᣦᐃ࡚࠸ࡘኚ᭦ᒆࡿࡼሙ
ᣦᐃ⏦ㄳࡧ㏵ᗫṆᒆཬูࡣ࡚࠸ࡘᣦᐃࡢάಖㆤἲ⏕ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ྜ
᭩ࡀᚲせ࡛ࡍ

⤒ႠㆡΏࡸୡ௦௦ࠊ࡛࡞㛤タ⪅㸦⏦ㄳ⪅㸧ࡀኚࡓࡗࢃ
ࡁ
㸦㸧ᰴᘧ♫㸿Ѝᰴᘧ♫㹀ࠊぶЍᏊ
ͤἲேࡸᰴᘧ♫ࡢ௦⾲⪅ࡀኚࡓࡗࢃሙྜࡣᒆฟ➼ࡣᚲせࢇࡏࡲࡾ࠶

ཧ⪃㈨ᩱ
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""""

しししし

しししし

田侯亢恕俟田侯亢恕俟田侯亢恕俟田侯亢恕俟ЬЬЬЬ絶楓懸恕梱剛絶楓懸恕梱剛絶楓懸恕梱剛絶楓懸恕梱剛ЩТμФЩТμФЩТμФЩТμФしししし

ブ㌱鴇つ堙昨瀧使燦謦塡際傘堙癈θ烋耨 47 烝堙癈0 326 陵χ歳烋耨 47 烝 34 鏤 35 蹙削苗漱細参腰烋耨

48 烝 9 鏤 3 蹙栽晒跖⊕細参冴祭碕削皿三腰莉暼跳つ㎏輸昨流三膾哉歳託ぇ昨碕採三碕作三擦裁冴甑肴済擦

裁崎朔罪昨不杞削肴哉崎斎Xミ哉冴坂済腰◇鴇つk削檮際傘跳つ膽妹昨鎮塡作曚跖削斎誘本燦採庨哉裁擦際甑"

"

ドドドド √√√√懸恕梱懸恕梱懸恕梱懸恕梱剛剛剛剛ЬЬЬЬ絶楓絶楓絶楓絶楓ЩТμФЩТμФЩТμФЩТμФしししし しししし

θǖχ"烋耨 48 烝 9 鏤 3 蹙通渗腰赱冴削跳つ鴇絣堙昨サ暼削皿傘莉暼裏朔明こさ療燦溜砕冴宙黻脉朔腰ブブブブ

㌱鴇つ堙昨莉暼跳つ㎏輸昨莉暼燦溜砕冴雑昨碕札作細参擦際㌱鴇つ堙昨莉暼跳つ㎏輸昨莉暼燦溜砕冴雑昨碕札作細参擦際㌱鴇つ堙昨莉暼跳つ㎏輸昨莉暼燦溜砕冴雑昨碕札作細参擦際㌱鴇つ堙昨莉暼跳つ㎏輸昨莉暼燦溜砕冴雑昨碕札作細参擦際甑あネ昨盻ギ朔再三擦在珊甑"

懇ブ㌱鴇つ堙削皿傘莉暼燦⁷-際傘寢淋昏"

宙黻脉歳ブ㌱鴇つ堙削皿傘莉暼燦濁ギ碕際傘坤あ箆鎬墾燦蛬箆裁冴寢淋腰ブ㌱鴇つ堙昨莉暼燦溜砕冴ブ㌱鴇つ堙昨莉暼燦溜砕冴ブ㌱鴇つ堙昨莉暼燦溜砕冴ブ㌱鴇つ堙昨莉暼燦溜砕冴

雑昨碕朔札作細参擦雑昨碕朔札作細参擦雑昨碕朔札作細参擦雑昨碕朔札作細参擦在珊甑在珊甑在珊甑在珊甑"

せ"あ箆鎬燦蛬箆裁冴寢淋腰ブ㌱鴇つ燦溜砕崎哉傘跏削檮際傘跳つ支実似旨燦⊕作妻祭碕歳埼済作采

作三擦際昨埼腰友便斎蝙粤采坂細哉甑"

しししし

ナナナナ √√√√懸恕梱剛懸恕梱剛懸恕梱剛懸恕梱剛ЬЬЬЬ乖湘乖湘乖湘乖湘∽∽∽∽杢宣杢宣杢宣杢宣∽∽∽∽阪宣阪宣阪宣阪宣∽∽∽∽尋厳尋厳尋厳尋厳∽∽∽∽噌伯噌伯噌伯噌伯ЩТμФЩТμФЩТμФЩТμФしししし

" ブ㌱鴇つ堙昨莉暼宙奡θ脉圻坿腰隣79っχ削廸鍮歳ブ載冴寢淋鯖腰宙黻脉燦帝溺質冨明際傘寢淋作鷺削朔腰

罪参財参榲箆燦蛬箆際傘盻ギ歳再三擦際甑"

θǖχ" 宙黻脉昨隣79腰明こkθあネkχ昨隣79鯖脉圻坿歳廸鍮碕作傘寢淋腰廸鍮榲昨蛬箆歳盻ギ埼際廸鍮榲昨蛬箆歳盻ギ埼際廸鍮榲昨蛬箆歳盻ギ埼際廸鍮榲昨蛬箆歳盻ギ埼際甑"

θǘχ" 宙黻脉燦帝溺質冨明際傘寢淋朔腰罪参財参帝溺榲質帝溺榲質帝溺榲質帝溺榲質冨明榲昨蛬箆歳盻ギ埼際冨明榲昨蛬箆歳盻ギ埼際冨明榲昨蛬箆歳盻ギ埼際冨明榲昨蛬箆歳盻ギ埼際甑擦冴腰宙黻脉昨撤脉

鯖明こkθあネkχ歳廸鍮碕作傘寢淋朔腰牴溺榲碕莉暼あネ鎬昨蛬箆歳盻ギ埼際牴溺榲碕莉暼あネ鎬昨蛬箆歳盻ギ埼際牴溺榲碕莉暼あネ鎬昨蛬箆歳盻ギ埼際牴溺榲碕莉暼あネ鎬昨蛬箆歳盻ギ埼際甑"

θǚχ" 宙黻脉歳跳つ鴇絣堙昨莉暼朔6162裁腰ブ㌱鴇つ堙昨莉暼昨札⁷-際傘寢淋朔腰ブ㌱鴇つ堙削皿傘莉

暼燦濁ギ碕際傘あ箆鎬燦蛬箆裁崎采坂細哉甑"

θǜχ" 烋耨 48 烝 9 鏤 3 蹙通渗腰赱冴削跳つ鴇絣堙昨サ暼削皿傘莉暼裏朔明こさ療燦溜砕冴宙黻脉歳跳つ

鴇絣堙削皿傘牴溺榲燦蛬箆裁冴寢淋腰ブ㌱鴇つ堙昨牴溺榲昨蛬箆朔盻ギ再三擦在珊ブ㌱鴇つ堙昨牴溺榲昨蛬箆朔盻ギ再三擦在珊ブ㌱鴇つ堙昨牴溺榲昨蛬箆朔盻ギ再三擦在珊ブ㌱鴇つ堙昨牴溺榲昨蛬箆朔盻ギ再三擦在珊甑"

θĄχ"" 廸鍮榲質帝溺榲質冨明榲削肴哉崎朔腰宙ょ歳æブ裁崎栽晒 32 蹙通不擦埼削腰あ箆鎬削肴哉崎朔跳" " "

つ鴇絣堙昨サ暼削皿傘莉暼裏朔明こさ療燦溜砕冴碕済削蛬箆裁崎采坂細哉甑"

"

ニニニニ √√√√嚠求舛場嚠求舛場嚠求舛場嚠求舛場しししし

θǖχ" ブ㌱鴇つ堙削皿傘莉暼跳つ宙黻脉昨林ⅺ榲箆鎬朔腰跳つ鴇絣堙削皿傘輪┦昨榲箆燦蛬箆裁冴癆腰際

札鯖栽削蛬箆裁崎采坂細哉θ蛬箆菱削肴哉崎朔腰慕㊎理軏χ甑跳つ鴇絣堙削皿傘榲箆昨札燦細参崎

雑腰榲箆不杞朔ブ㌱鴇つ堙昨莉暼ɔ埴不杞削朔律輜細参擦在珊昨埼腰斎蝙粤采坂細哉甑"

θǘχ" あネ鎬質林ⅺ榲箆鎬昨┦瑟朔腰林滲033/8宙妙脉質林蔆き楡埼盆漱裁崎哉擦際甑擦冴腰藁辿樅p煬昨

次実痔時実施θ033/8鴇把f妙ゼ" ブ㌱鴇つ埼鶺基χ栽晒私司執竺実詩際傘祭碕歳埼済擦際甑"

"

烋耨 ��烝 �鏤通渗削跳つ鴇絣堙昨サ暼削皿傘莉暼燦溜砕冴跳つ宙黻脉昨跏匙�

ゆ出削肴哉崎朔腰》傜燦斎ヅ采坂細哉�
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ᲫᲨʼᜱೞ᧙ƷਦܭƴƭƍƯᲫᲨʼᜱೞ᧙ƷਦܭƴƭƍƯᲫᲨʼᜱೞ᧙ƷਦܭƴƭƍƯᲫᲨʼᜱೞ᧙ƷਦܭƴƭƍƯ

ᖹᡂ26ᖺ7᭶1᪥௨㝆
ᣦࡢㆤಖ㝤ἲࠊ
ᐃࡓࡅཷࢆᴗᡤ

ఇṆᒆఇṆᒆఇṆᒆఇṆᒆ

㛤ᒆ㛤ᒆ㛤ᒆ㛤ᒆ

⏕άಖㆤἲࡿࡼᣦᐃࢆ㎡㏥ࡁࡿࡍ࠺ࡼࡋ
㸦⏕άಖㆤἲࡿࡼᣦᐃࡀせࡁ࡞㸧

⏦ฟ᭩⏦ฟ᭩⏦ฟ᭩⏦ฟ᭩

ͤㆤಖ㝤ἲࡢつᐃࡿࡼᣦᐃཪࡣ㛤タチྍࢆ
࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋᥦฟࡁࡓࡅཷ

ͤᴗᡤЍㆤࢆࢫࣅ࣮ࢧᥦ౪ࡿࡍሙᡤࠉࠉ㸦㸧ࠊࣥࣙࢩ࣮ࢸࢫ࣮ࣃࣝ࣊ゼၥ┳ㆤᴗᡤ࡞
ͤ㛤タ⪅㸦⏦ㄳ⪅㸧Ѝᴗᡤࡢ⤒Ⴀẕయࠉࠉ㸦㸧ᰴᘧ♫ࠊ♫⚟♴ἲே࡞

㛤タ⪅㸦⏦ㄳ⪅㸧ࡢ⤒Ⴀẕయࡀኚࡁࡓࡗࢃ
㸦㸧ಶேЍἲே

ͤᗫṆᒆࠊࡣ࡚࠸ࡘ⏤ࡀⓎ⏕10ࡽ࡚ࡋ᪥
௨ෆᥦฟ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ
ͤᣦᐃ⏦ㄳ᭩ࠊࡣ࡚࠸ࡘᣦᐃ᪥ࡾࡼ๓ᥦ
ฟ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

ἲேࡢ✀㢮ࢆኚ᭦ࡁࡓࡋ
㸦㸧ᰴᘧ♫я♫⚟♴ἲே

ㆤᶵ㛵ࢆఇṆࡁࡓࡋ ͤ⏤ࡀⓎ⏕ࡽ࡚ࡋ
10᪥௨ෆᥦฟࡃ࡚ࡋ
ࡁࡓࡋ㛤ࢆㆤᶵ㛵ࡓ࠸࡚ࡋఇṆ࠸ࡉࡔ

ᴗᡤࢆᗫṆࡁࡓࡋ

ᴗᡤࢆ⛣㌿ࡁࡓࡋ
㸦㸧ࡢ࣮ࢱࣥࢭ࣮ࣃࣝ࣊ڧڧఫᡤኚ᭦
ͤᴗᡤࢆ⛣㌿ࠊࡁࡓࡋㆤಖ㝤ἲࡢᣦᐃ࡚࠸ࡘኚ᭦ᒆࡿࡼሙ
ᣦᐃ⏦ㄳࡧ㏵ᗫṆᒆཬูࡣ࡚࠸ࡘᣦᐃࡢάಖㆤἲ⏕ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ྜ
᭩ࡀᚲせ࡛ࡍ

ᗫṆᒆᗫṆᒆᗫṆᒆᗫṆᒆ
㸩㸩㸩㸩

ᣦᐃ⏦ㄳ᭩ᣦᐃ⏦ㄳ᭩ᣦᐃ⏦ㄳ᭩ᣦᐃ⏦ㄳ᭩
㸩㸩㸩㸩

ㄋ⣙᭩ㄋ⣙᭩ㄋ⣙᭩ㄋ⣙᭩
⤒ႠㆡΏࡸୡ௦௦ࠊ࡛࡞㛤タ⪅㸦⏦ㄳ⪅㸧ࡀኚࡓࡗࢃ
ࡁ
㸦㸧ᰴᘧ♫㸿Ѝᰴᘧ♫㹀ࠊぶЍᏊ

ᖹᡂ26ᖺ7᭶1᪥௨㝆ㆤಖ㝤ἲࡢᣦᐃཷࢆ
ᣦᐃࡢᣦᐃㆤᶵ㛵ࡢάಖㆤἲ⏕ⓗື⮬ࠊࡅ
ᚲࡣᥦฟࡢᗫṆᒆࠊࡣ࡚࠸ࡘᴗᡤࡓࡅཷࢆ
せࢇࡏࡲࡾ࠶

༊⏬ᩚ⌮➼ࠊࡾࡼ㛤タ⪅㸦⏦ㄳ⪅㸧ࡸᴗᡤࡢᡤᅾᆅࡢ
ఫᒃ⾲♧ࡀኚ᭦ࡁࡓࡗ࡞
㸦㸧ۑۑᕷᏐڹڹЍۑۑᕷڹڹ

ͤ⏤ࡀⓎ⏕10ࡽ࡚ࡋ᪥௨ෆᥦฟࡔࡃ࡚ࡋ
࠸ࡉ

⮬ືⓗ⏕άಖㆤἲࡢᣦᐃ
ㆤᶵ㛵ࡢᣦᐃࡢࡶࡓࡅཷࢆ
ࡍࡲࢀࡉ࡞ࡳ

ᖹᡂ26ᖺ6᭶30᪥ࡲ
ࡢㆤಖ㝤ἲࠊ࡛
ᣦᐃࡓࡅཷࢆᴗᡤ

ᖹᡂ26ᖺ6᭶30᪥ࠊ࡛ࡲ⏕
άಖㆤἲࡢᣦᐃㆤᶵ㛵ࡢᣦ
ᐃࡿ࠸࡚ࡅཷࢆᴗᡤ

ᘬࠊࡁ⥆ࡁ⏕άಖㆤἲࡢᣦᐃㆤᶵ㛵
ࡍࡲࡾ࡞

ᖹᡂ26ᖺ6᭶30᪥ࠊ࡛ࡲ⏕
άಖㆤἲࡢᣦᐃㆤᶵ㛵ࡢᣦ
ᐃ࠸࡞࠸࡚ࡅཷࢆᴗᡤ
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 問い合わせ先・書類の提出先 

【事業所の所在地が市部にある場合】 

福 祉 事 務 所 電話番号 所 在 地 
管 轄 区 域 

(申請書・各種届出書提出先) 

市 
 

 

部 

和歌山市 

福祉事務所 
(073)432-0001 

〒640-8511 

和歌山市七番丁 23 
和歌山市 

海南市福祉事務所 (073)482-4111 
〒642-8501 

海南市南赤坂 11 
海南市 

橋本市福祉事務所 (0736)33-1111 
〒648-8585 

橋本市東家 1-1-1 
橋本市 

有田市福祉事務所 (0737)83-1111 
〒649-0392 

有田市箕島 50 
有田市 

御坊市福祉事務所 (0738)23-5508 
〒644-8686 

御坊市薗 350 
御坊市 

田辺市福祉事務所 (0739)26-4903 
〒646-0028 

田辺市高雄一丁目 23-1 
田辺市 

新宮市福祉事務所 (0735)23-3333 
〒647-8555 

新宮市春日 1-1 
新宮市 

紀の川市 

福祉事務所 
(0736)77-2511 

〒649-6492 

紀の川市西大井 338 
紀の川市 

岩出市福祉事務所 (0736)62-2141 
〒649-6292 

岩出市西野 209 
岩出市 

 

【事業所の所在地が郡部（町・村）にある場合】 

 ※事業所の所在地が郡部（町・村）にある場合、申請書・各種届出書の提出先は管轄の振興局になります。 

振 興 局 電話番号 所 在 地 管 轄 区 域 

郡 
 

 

部 

海草振興局 

   健康福祉部 
(073)482-5511 

〒642-0022 

海南市大野中 939 

(海草郡) 

紀美野町 

伊都振興局 

     健康福祉部 
(0736)42-3210 

〒649-7203 

橋本市高野口町名古曽 927 

(伊都郡)   

かつらぎ町、高野町、九度山町 

有田振興局 

     健康福祉部 
(0737)63-4111 

〒643-0004 

有田郡湯浅町湯浅 2355-1 

(有田郡) 

湯浅町、広川町、有田川町 

日高振興局 

     健康福祉部 
(0738)22-3481 

〒644-0011 

御坊市湯川町財部 859-2 

(日高郡)   

美浜町、日高町、由良町、 

印南町、日高川町 

西牟婁振興局 

     健康福祉部 
(0739)22-1200 

〒646-8580 

田辺市朝日ｹ丘 23-1 

(西牟婁郡) 

白浜町、上富田町、すさみ町 

(日高郡) 

みなべ町 

東牟婁振興局 

     健康福祉部 
(0735)22-8551 

〒647-8551 

新宮市緑ｹ丘 2-4-8 

(東牟婁郡) 

那智勝浦町、太地町、北山村 

東牟婁振興局 

   健康福祉部 

     串本支所 

(0735)72-0525 
〒649-4122 

東牟婁郡串本町西向 193 

(東牟婁郡) 

串本町、古座川町 

  

 

 

 

担  当：和歌山県庁福祉保健部福祉保健政策局 

福祉保健総務課保護班 

ＴＥＬ：073-441-2473 ＦＡＸ：073-425-6560 
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業務管理体制の整備について

１．趣旨

事業者による法令遵守の義務の履行を確保し、指定取消事案などの不正行為を未然

に防止するとともに、利用者又は入所者の保護と介護事業運営の適正化を図るため、

事業者に対し、業務管理体制の整備を義務づけるものです。

２．法律改正の概要

３．事業者が整備すべき業務管理体制の内容

事業所等の数：20未満 → 整備内容：①法令遵守責任者の選任

事業所等の数：20以上 100未満 → 整備内容：①＋②法令遵守規程の整備

事業所等の数：100以上 → 整備内容：①＋②＋③法令遵守に係る監査

介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律の概要

介護サービス事業者の不正事案の再発を防止し、介護事業運営の適正化を図るため、法令遵守等の業務管理体制整備
の義務付け、事業者の本部等に対する立入検査権の創設、不正事業者による処分逃れ対策など、所要の改正を行う。

○不正行為への組織的
な関与が疑われる場
合は、国、都道府県、
市町村の事業者の本
部への立入検査権を
創設

○業務管理体制に問題
がある場合は、国、
都道府県、市町村に
よる事業者に対する
是正勧告・命令権を
創設

○事業所の廃止届を事
後届出制から事前届
出制へ。また、立入
検査中に廃止届を出
した場合を指定・更
新の欠格事由に追加
等

○指定取消を受けた事
業者が密接な関係に
ある者に事業移行す
る場合について、指
定・更新の欠格事由
に追加

○いわゆる連座制の仕
組みは維持し、不正
行為への組織的な関
与の有無を確認し、
自治体が指定・更新
の可否を判断

○広域的な事業者の場
合は、国、都道府県、
市町村が十分な情報
共有と緊密な連携の
下に対応

○新たに事業者単位の
規制として法令遵守
の義務の履行が確保
されるよう、業務管
理体制の整備を義務
付け等

○事業者の規模に応じ
た義務とする

○事業廃止時のサービ
ス確保に係る事業者
の義務を明確化

○事業者がサービス確
保の義務を果たして
いない場合を、勧告

・命令の事由に追加

○行政が必要に応じて
事業者の実施する措
置に対する支援を行
う

処分逃れ
対策

本部への
立入検査等

指定・更新
の欠格事由
の見直し

業務管理
の体制整備

サービス
確保対策
の充実

（業務中の管理体制） → （監査指導時） → (監査中の事業廃止等) →    (指定・更新時) → (廃止時のサービス確保)

施行期日：平成２１年５月１日

事業廃止時のサー
ビス確保対策が不
十分

不正事業者による
処分逃れ

○監査中の廃止届により
処分ができない

○同一法人グループへの
譲渡に制限がない

｢一律｣連座制の問題

○組織的な不正行為の有無
に関わらず一律連座
○一自治体の指定取消が、
他の自治体の指定権限を
過度に制限

事業者の法令遵守が
不十分

事業者の本部への
検査権限がない

○不正行為への組織的な
関与が確認できない

29

業務管理体制の整備に関する届出

○ 法令遵守の義務の履行を確保するため、業務管理体制の整備を義務付けることにより、指定取消事案
などの不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図る。

（業務管理体制整備の内容）

20未満 （小）

法令遵守責任者の選任

２０以上１００未満 （中）

法令遵守責任者の選任

法令遵守
マニュアルの整備

法令遵守責任者の選任

100以上 （大）

法令遵守
マニュアルの整備

法令遵守
に係る監査

指定又は許可を受けている事業所数
（みなし事業所を除く）
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■法令遵守責任者について

何らかの資格要件を求めるものでないが、介護保険法等の関係法令の内容に精通した

法務担当の責任者を選任することを想定。なお、法務部門を設置していない事業者の場

合には、事業者内部の法令等遵守を徹底することができる者が選任されることを想定。

■法令遵守規程（業務が法令に適合することを確保するための規程）について

法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保

するための内容を盛り込む必要がある（日常の業務運営にあたり、法及び法に基づく命

令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事

業者の実態に即したもので可）。

■法令遵守に係る監査（業務執行の状況の監査）について

事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に

各法の規定に基づき、その監事又は監査役（委員会設置会社にあっては、監査委員会）

が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行ってい

る場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とするこ

とも可。

なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監

査のどちらでも可。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年１回

実施しなければならないものではないが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監

査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれる。

４．届出事項（届出様式「別記第１号様式（第２条関係）」を参照）

整備の内容と同様、事業所等の数により届出事項が異なる。届出様式は同じ。

業務管理体制の整備

方針の策定

規程・体制
の整備

評価・改善

【法令等遵守※１態勢※２の概念図】
【事業所数１００以上の事業者】

１．法令遵守責任者の選任
２．法令遵守規程の整備
３．法令遵守に係る監査の実施

【事業所数２０以上１００未満の事業者】

１．法令遵守責任者の選任
２．法令遵守規程の整備

【事業所数２０未満の事業者】

１．法令遵守責任者の選任

〈事業者自らの取り組み〉 〈法令による義務付け〉

業務管理体制は、事業者自ら組織形態に見合った合理的な体制を整備するものであ
り、事業者の規模や法人種別等により異なるものであること。また、省令で定める整備
の基準は、事業者が整備する業務管理体制の一部であることに留意する。

※１ 法令等遵守とは、単に法令や通達のみを遵守するのではなく、事業を実施する上で必要な法令の目的（社会的要請）や社会通念に沿った適応を
考慮したもの。

※ ２ 「態勢」とは、組織の様式（体制）だけでなく、法令等遵守に対する姿勢や体制づくりへの取組みを指している。
12
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５．変更の届出（届出様式「別記第２号様式（第３条関係）を参照」）

（１）法人の種別・名称、主たる事務所の所在地

（２）代表者名、代表者の住所及び職名

（３）法令遵守責任者

（４）法令遵守規程又は法令遵守に係る監査の内容

（５）事業所等の数の増減に伴う業務管理体制の整備の内容

※（届出）区分変更の場合 → 例：和歌山県知事から厚生労働省への（届出）区分の変更

届出様式「別記第１号様式（第２条関係）」）により届出

６．届出先

①指定事業所が３以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

→ 厚生労働省

②指定事業所が２以上の都道府県に所在し、かつ２以下の地方厚生局管轄区域に所在

する事業者

→ 主たる事務所の所在地の都道府県（和歌山県の場合は長寿社会課介護サービス指導室）

③地域密着型サービス(介護予防を含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町

村内にのみ所在する事業者

→ 市町村

④ ①、②、③以外の事業者

（１）法人の主たる事務所の所在地が各振興局管内の事業者

→ 各振興局健康福祉部

（２）（１）以外の事業者

→ 長寿社会課介護サービス指導室

７．業務管理体制の確認検査（根拠：介護保険法第１１５条の３３）

本県では、平成２６年度から業務管理体制の整備・運用状況を確認するために、順

次、確認検査（以下「一般検査」という）を実施しています。

一般検査は、事業者の業務管理体制の問題点について検証し、事業者が自ら業務管

理体制の改善を図り法令等遵守に取り組むよう意識づけることが目的です。

① 一般検査で確認する内容

（１）法人としての法令遵守の考え方

（２）法令遵守責任者の役割

（３）法人として法令遵守への取り組み

（４）法令遵守規程の策定状況 など

② 一般検査の実施方法

届出内容等について報告等を求め、基本的には書面検査で実施することとし

ています。（報告後、その内容について疑義等があれば電話等により法令遵守責

任者に連絡し、内容を確認する場合もあります。また、不備が認められたとき

には、出頭を求め運用状況を聴取する場合もあります。）

③ 特別検査について

事業所等の指定等取消処分相当事案が発覚した場合には、業務管理体制の問題

点の確認やその要因の検証、取消処分相当事案への組織的関与の有無を検証する

ために特別検査を実施します。
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別記第１号様式（第２条関係） 

受付番号  

 
介護保険法第 115 条の 32 第２項(整備)又は第４項 

        （区分の変更）に基づく業務管理体制に係る届出書 
 
                                                             年 月 日 
和歌山県知事  様 

 
                                  事業者 名   称           
                                          代表者氏名                    印 
 
        このことについて、下記のとおり関係書類を添えて届け出ます。 
 

 事業者（法人）番号                  

 １ 届出の内容 
 (1)法第115条の32第２項関係（整備） 

(2)法第115条の32第４項関係（区分の変更） 

 
 
２ 
  
事 
 
 
業 
 
 
者 
 

フ リ ガ ナ 
名     称 

 

 

 住   所 
（主たる事務所 
  の所在地） 

(郵便番号   -    ） 
           都道         郡 市 
       府県         区 

(ビルの名称等） 

連  絡  先 電話番号  ＦＡＸ番号  

法 人 の 種 別  
代表者の職名・
氏名・生年月日 

職 
名 

  フリガナ  生年 
月日 

  年  月  日 

  氏 名  

 
代表者の住所 
 

(郵便番号   -    ） 
           都道         郡 市 
       府県         区 

(ビルの名称等） 

３  事業所名称等 

   及 び 所 在 地         
事業所名称 指定(許可)年月日 介護保険事業所番号(医療機関等コード)   所 在 地 

 

 

計  か所 

   

 
４ 介護保険法施行規

 則第140条の４０第

 １項第2号から第4 

 号までの規定に基づ

 く届出事項 

第２号 法令遵守責任者の氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)     生年月日 

  

第３号 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 

第４号 業務執行の状況の監査の方法の概要 

５
区
分
変 
更 

区分変更前行政機関名称、担当部(局)課  

事業者（法人）番号                   
区分変更の理由  

区分変更後行政機関名称、担当部(局)課  

区 分 変 更 日     年  月  日 

                                                  （日本産業規格Ａ列４番） 
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記入する必要はありません。

届出日を記入してください。

法人登記の内容等と一致させてください。
法人の代表者印を押印してください。

記入する必要はありません。

新規届出の場合は「整備」に○をつ
けてください。

登記
内容
等と
一致
させ
てくだ
さい。

・介護予防は「１」として数え、「みなし事業所」
を除いた事業所等を記入してください。
・「事業所名称」欄の最後に事業所等の合計
数を記入してください。

・欄内に書ききれない場合は、この様式への記入を省略し、事業所名称等及び所在地のわ
かる資料を添付していただいても差し支えありません。
・添付資料は、Ａ４用紙により、既存資料の写し及び両面印刷したものでも構いません。
・なお、添付資料の表紙に事業所等の合計数がわかるよう「事業所等の合計　○○か所」と
記入してください。

記入例１　業務管理体制の整備に関して届け出る場合
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・届け出る事項について該当する番号全てに○を付けてください。
・第２号については、氏名（フリガナ）及び生年月日を記入してください。
・第３号及び第４号を届け出る場合は、概要等がわかる資料を添付してください。
  添付資料は、Ａ４用紙により、既存資料の写し及び両面印刷したもので構いません。
　（注）添付資料については、（参考資料）に御留意ください。

新規で整備の届出を行う場合は、
５の欄に記入する必要はありませ
ん。
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記入する必要はありません。

届出日を記入してください。

法人登記の内容等と一致させてください。
法人の代表者印を押印してください。

記入する必要はありません。

届出先区分の変更が生じた場合は
「区分の変更」に○をつけてくださ
い。

登記
内容
等と
一致
させ
てくだ
さい。

・介護予防、は「１」として数え、「みなし事業
所」を除いた事業所等を記入してください。
・「事業所名称」欄の最後に事業所等の合計
数を記入してください。

・欄内に書ききれない場合は、この様式への記入を省略し、事業所名称等及び所在地のわ
かる資料を添付していただいても差し支えありません。
・添付資料は、Ａ４用紙により、既存資料の写し及び両面印刷したものでも構いません。
・なお、添付資料の表紙に事業所等の合計数がわかるよう「事業所等の合計　○○か所」と
記入してください。

記入例２　事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分
　　　　　　の変更が生じた場合

※　　届出先行政機関の変更が生じた場合は、 区分変更前及び区分変更後の行政機関へそれぞれ届け出る
　　 必要 があります。（法人の主たる事務所の所在地の変更の場合は、別記第２号様式での届出となります。）

注　　 区分変更前行政機関へ届け出る場合、「２」、「３」、「４」の項目については記入の必要はありません。
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・届け出る事項について該当する番号全てに○を付けてください。
・第２号については、氏名（フリガナ）及び生年月日を記入してください。
・第３号及び第４号を届け出る場合は、概要等がわかる資料を添付してください。
  添付資料は、Ａ４用紙により、既存資料の写し及び両面印刷したもので構いません。
　（注）添付資料については、（参考資料）に御留意ください。
・届出先区分の変更に併せて、指定等事業所等の数の変更により、整備する業務管理体制につ
いて変更が生じた場合も、この欄に記入してください。

名称は分かる範囲で記入してくだ
さい。

区分変更前行政機関が付番
した事業者（法人）番号を記
入してください。

・区分変更された理由を具体的に記入してください。
・欄内に書ききれない場合は、この様式への記入を省略し、変更の
理由がわかる資料を添付していただいても差し支えありません。
・添付資料は、A4用紙により、両面印刷したものでも構いません。

名称は分かる範囲で記入してくだ
さい。

事業所等の新規指定・廃止等により区分が変更され
た日を記入してください。
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別記第２号様式（第３条関係） 

受付番号  

 

         介護保険法第 115 条の 32 第３項の規定に基づく 

業務管理体制に係る届出書（届出事項の変更） 

 

                                                             年 月 日 

 

和歌山県知事  様 

 

                                  事業者 名   称           

                                          代表者氏名                    印 

 

 

        このことについて、下記のとおり関係書類を添えて届け出ます。 

 

 事業者（法人）番号                  

  

変 更 が あ っ た 事 項 

１ 法人の種別､名称(ﾌﾘｶﾞﾅ)    ２ 主たる事務所の所在地､電話､FAX番号 

３ 代表者氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)､生年月日   ４ 代表者の住所､職名      

５ 事業所名称等及び所在地 

６ 法令遵守責任者の氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)及び生年月日 

７ 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 

８ 業務執行の状況の監査の方法の概要 

 

 

変 更 の 内 容 

(変更前) 

(変更後) 

                                                   （日本産業規格Ａ列４番） 
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別記第２号様式（第３条関係） 

受付番号  

 

         介護保険法第 115 条の 32 第３項の規定に基づく 

業務管理体制に係る届出書（届出事項の変更） 

 

                                                             年 月 日 

 

和歌山県知事  様 

 

                                  事業者 名   称           

                                          代表者氏名                    印 

 

 

        このことについて、下記のとおり関係書類を添えて届け出ます。 

 

 事業者（法人）番号                  

  

変 更 が あ っ た 事 項 

１ 法人の種別､名称(ﾌﾘｶﾞﾅ)    ２ 主たる事務所の所在地､電話､FAX番号 

３ 代表者氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)､生年月日   ４ 代表者の住所､職名      

５ 事業所名称等及び所在地 

６ 法令遵守責任者の氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)及び生年月日 

７ 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 

８ 業務執行の状況の監査の方法の概要 

 

 

変 更 の 内 容 

(変更前) 法令遵守責任者の氏名 和歌山 一郎（ﾜｶﾔﾏ ｲﾁﾛｳ） 

           生年月日 昭和○年△月□日 

(変更後)  法令遵守責任者の氏名 和歌山 花子（ﾜｶﾔﾏ ﾊﾅｺ） 

           生年月日 昭和○年△月□日 

                                                   （日本産業規格Ａ列４番） 

 

記入例３ 届出事項に変更があった場合 

 
記入する必要はありません。  

届出日を記入してください。  

法人登記の内容等と一致させてください。  

法人の代表者印を押印してください。  

事業者（法人）番号を記入ください。 

届出事項に変更があった場合

は、「変更があった事項」欄

の該当する項目番号に○を付

け、「変更の内容」欄に具体

的に記入してください。  

56



 

介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

 

に
つ
い
て

 

 
和
歌
山
県
介
護
サ
ー
ビ
ス
指
導
室
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介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
概
要

 
そ
の
１

 
 
 

 
・
平
成
２
３
年
度
ま
で
実
施
さ
れ
て
い
た
介
護
職
員
処
遇
改
善
交
付
金
を
介
護
報
酬
に
移
行
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
従
事

 
 
 
す
る
介
護
職
員
の
賃
金
改
善
に
充
て
る
こ
と
を
目
的
に
創
設
（
平
成
２
４
年
度
～
）

 
  
・
介
護
職
員
の
社
会
的
・
経
済
的
な
評
価
を
さ
ら
に
高
め
る
た
め
、
事
業
主
が
介
護
職
員
の
資
質
向
上
や
雇
用
管
理
の
改

 
 
 
善
を
よ
り
推
進
す
る
た
め
に
加
算
を
拡
充

 
 
 
（
平
成
２
７
年
度
介
護
報
酬
改
定
）

 
 
 
※
変
更
点

 
加
算
区
分
が
３
区
分
か
ら
４
区
分
へ
変
更

 
  
・
介
護
人
材
の
職
場
定
着
の
必
要
性
、
介
護
福
祉
士
に
期
待
さ
れ
る
役
割
の
増
大
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
よ
る
昇

 
 

 
 
 
給
や
評
価
を
含
む
賃
金
制
度
の
整
備
・
運
用
状
況
な
ど
を
踏
ま
え
、
事
業
者
に
よ
る
、
昇
給
と
結
び
つ
い
た
形
で
の

 
 
 
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
仕
組
み
の
構
築
を
促
す
た
め
、
更
な
る
加
算
の
拡
充

 
 
 
（
平
成
２
９
年
度
介
護
報
酬
改
定
）

 
 
 
※
変
更
点

 
加
算
区
分
が
４
区
分
か
ら
５
区
分
へ
変
更

 
 
 

 
・
平
成
３
０
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
お
い
て
一
定
の
経
過
措
置
期
間
（
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
日
ま
で
）
後
、

 
 

 
 
下
位
２
つ
の
加
算
（
加
算
Ⅳ
及
び
加
算
Ⅴ
）
を
廃
止
予
定

 
 

 
 
 
※
変
更
点

 
加
算
区
分
が
５
区
分
か
ら
３
区
分
へ
変
更
予
定

 
 
 

 
・
介
護
人
材
確
保
の
取
組
を
よ
り
一
層
進
め
る
た
め
、
経
験
・
技
能
の
あ
る
介
護
職
員
に
重
点
化
を
図
り
な
が
ら
、
他
の

 
 

 
 
介
護
職
員
な
ど
の
処
遇
改
善
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
柔
軟
な
運
用
を
認
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
介
護
職
員
等

 
 

 
 
 
特
定
処
遇
改
善
加
算
を
創
設
予
定

 
 
 
（
令
和
元
年
度
介
護
報
酬
改
定
・
令
和
元
年
１
０
月
～
）

 
 
 
※
変
更
点

 
加
算
Ⅰ
か
ら
加
算
Ⅲ
に
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
を
上
乗
せ
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介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
概
要

 
そ
の
２

 
  ＜
加
算
算
定
対
象
サ
ー
ビ
ス
＞

 
・

訪
問
介
護
 
・
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

 
・
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
 

・
（
介
護
予
防
）
訪
問
入
浴
介
護
 

・
通
所
介
護
 
・
地
域
密
着
型
通
所
介
護

 
・
（
介
護
予
防
）
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 

・
（
介
護
予
防
）
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

 
・
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 

・
（
介
護
予
防
）
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

 
 
 

・
（
介
護
予
防
）
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 
・
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
 

・
（
介
護
予
防
）
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
 

・
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

 
・
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

 
 

・
（
介
護
予
防
）
短
期
入
所
生
活
介
護
 

・
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

 
・
短
期
入
所
療
養
介
護
（
老
健
）
 
 

・
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

 
・
短
期
入
所
療
養
介
護
（
病
院
等
）
 

・
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
 

 
・
短
期
入
所
療
養
介
護
（
介
護
医
療
院
）
 

 以
下
の
サ
ー
ビ
ス
は
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
を
算
定
で
き
ま
せ
ん
。

 
・
（
介
護
予
防
）
訪
問
看
護

 
 
 
 
 

 ・
（
介
護
予
防
）
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

 
・
（
介
護
予
防
）
居
宅
療
養
管
理
指
導

 
 ・

（
介
護
予
防
）
福
祉
用
具
貸
与

 
・
特
定
（
介
護
予
防
）
福
祉
用
具
販
売

 
 ・

居
宅
介
護
支
援

 
・
介
護
予
防
支
援
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×
 
1
0
0／

1
0
0
0
 
＝

 8
3
8
 

加
算

10
.0
％

 
※
小
数
点
以
下

 

四
捨
五
入

 
単
位
数

 

＜
参
考
＞
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
Ⅱ
の
場
合
の
計
算
式

 

（
2,
54
0
＋

5,
84
0
）

 

介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
仕
組
み

 

具
体
例

 
 
 

１
ヶ
月
あ
た
り
の
総
単
位
数
 

サ
ー
ビ
ス
別
加
算
率

 
※
通
知
別
紙
１
（
通
知

P1
2）

を
参
照

 
加
算
 

計
算
方
法

 
 
 
 
 
 

※
市
町
村
独
自
加
算
も
含
め
る

 

   注
 
当
該
加
算
は
、
区
分
支
給
限
度
基
準
額
の
算
定
対
象
か
ら
除
外
 

×
 
13
7／

1
0
0
0
 
＝

 1
1
4
8
 

加
算
13
.7
％

 
※
小
数
点
以
下

 

四
捨
五
入

 

 介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
Ⅰ
の
場
合
の
計
算
式

 

（
2,
54
0
＋

5,
84
0
）

 

単
位
数

 

サ
ー
ビ
ス
内
容

 
単
位
数

 
回
数

 
サ
ー
ビ
ス
単
位
数

 

 
身
体
介
護
１

 
25

4
 

1
0 

25
40

 

 
身
体
介
護
３

 
58

4
 

1
0 

58
40

 

 訪
問
介
護
処
遇
改
善
加
算
Ⅰ

 
11
48

 

 計
画
単
位
数

 

 限
度
額
管
理
対
象
単
位
数

 

 限
度
額
管
理
対
象
外
単
位
数

 

 
給
付
単
位
数

 

給
付
費
明
細

 

集
計

 

83
80

 

95
28

 

11
48

 

83
80
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介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
に
相
当
す
る
賃
金
改
善

 
そ
の
１

 

（
１
）
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
は
、
加
算
の
算
定
額
に
相
当
す
る
介
護
職
員
の
賃
金
改
善
を
実
施
 

 
 

 
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
処
遇
改
善
加
算
額
＜
賃
金
改
善
額
と
な
る
こ
と
。
）
 

 
 

 
※
こ
の
加
算
分
が
、
適
切
か
つ
確
実
に
介
護
職
員
の
賃
金
と
し
て
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば

 
 
 

 
 
な
ら
な
い
。

 
 
 

 
 
事
業
所
（
法
人
）
全
体
で
賃
金
改
善
の
要
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、
一
部
の
介
護
職

 
 
 
 

 
 
 
 
員
を
対
象
と
し
な
い
こ
と
は
可
能
。

 
 （
２
）
賃
金
改
善
は
、
基
本
給
、
手
当
、
賞
与
等
（
退
職
手
当
を
除
く
。
）
の
う
ち
か
ら
対

 
 
 

 
 

 
象
と
な
る
賃
金
項
目
を
特
定
し
た
上
で
行
う
。

 
 （
３
）
原
則
、
特
定
し
た
賃
金
項
目
を
含
め
、
賃
金
水
準
を
低
下
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

 
  
（
４
）
 
原
則
と
し
て
賃
金
水
準
の
比
較
は
、
初
め
て
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
を
算
定
す
る
（
し

 
 

 
 

 
 た
）
月
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
の
賃
金
を
水
準
と
し
て
行
う
。

 
   

   
  

 
 ※
継
続
し
て
加
算
を
算
定
す
る
場
合
は
、
賃
金
改
善
前
の
賃
金
水
準
と
な
る
年
度
に
つ
い

 
 

 
 

 
 

 
 て
注
意
す
る
こ
と
。
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介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
に
相
当
す
る
賃
金
改
善

 
そ
の
２

 

（
５
）
初
め
て
加
算
を
算
定
す
る
（
し
た
）
月
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
に
勤
務
実
績
の
な
い
介
護
職
員

 
 

 
 

 
 に
つ
い
て
は
、
当
該
介
護
職
員
と
同
職
で
あ
っ
て
、
勤
続
年
数
等
が
同
等
の
職
員
の
賃
金
水
準
と

 
 

 
 比
較
す
る
。
 

 ・
賃
金
改
善
対
象
者
の
職
員
の
人
数
は
、
賃
金
改
善
前
後
で
同
じ
で
あ
る
こ
と
。

 
 
 
 

（
パ
タ
ー
ン
１
）
非
正
規
職
員
か
ら
正
規
職
員
へ
転
換
し
た
場
合

 
 
差
額
全
額
の
計
上
は
不
可

 
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
を
算
定
す
る
月
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
に
当
該
職
員
が
正
規
職

員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
と
仮
定
し
、
そ
の
年
度
の
賃
金
算
定
ル
ー
ル
を
当
該
職
員
に
適
用
し
、

そ
の
年
度
の
給
与
と
比
較
し
て
増
額
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
増
額
分
の
み
が
賃
金
改
善
額
と
な
る
。
 

 （
パ
タ
ー
ン
２
）
介
護
職
員
を
新
規
に
増
員
し
た
場
合

 
 
職
員
の
給
与
全
額
を
計
上
す
る
こ
と
は
不
可

 
 
当
該
職
員
が
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
を
算
定
す
る
月
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
か
ら
勤
務

し
て
い
た
と
仮
定
し
、
そ
の
年
度
の
賃
金
算
定
ル
ー
ル
を
当
該
職
員
に
適
用
し
、
そ
の
年
度
の

給
与
と
比
較
し
て
増
額
し
て
い
れ
ば
増
額
分
の
み
が
賃
金
改
善
額
と
な
る
。
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介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
に
相
当
す
る
賃
金
改
善

 
そ
の
３

 

【
賃
金
改
善
実
施
期
間
】
 

  
・
当
該
年
度
に
お
け
る
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
算
定
期
間
と
同
じ
月
数

 
  
・
期
間
は
、
原
則
４
月
（
年
度
途
中
で
加
算
を
取
得
す
る
場
合
は
、
当
該
加
算
を
取
得

 
 
 
し
た
月
）
か
ら
翌
年
３
月
ま
で

 
 
 
→
毎
年
度
、
処
遇
改
善
計
画
書
等
の
提
出
が
必
要

 
  
・
期
間
が
年
度
間
で
重
複
し
て
は
い
け
な
い

 
 【
賃
金
改
善
の
計
上
範
囲
】

 
 賃
金
（
労
働
の
対
償
と
し
て
使
用
者
が
労
働
者
に
支
払
う
も
の
）
が
対
象
で
あ
り
、
以
下
の
改

善
方
法
は
不
可
 

①
法
人
で
受
講
を
認
め
た
研
修
に
関
す
る
参
加
費
や
教
材
費
等
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
介
護

 
 
 

 
職
員
の
賃
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
す
る
こ
と
 

②
研
修
に
関
す
る
交
通
費
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
介
護
職
員
に
賃
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
す
 
 

 
る
こ
と

 
③
介
護
職
員
の
健
康
診
断
費
用
や
、
外
部
か
ら
講
師
を
招
い
て
研
修
を
実
施
す
る
際
の
費
用
を
 

 
法
人
が
肩
代
わ
り
し
、
当
該
費
用
を
介
護
職
員
の
賃
金
改
善
と
す
る
こ
と
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介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
種
類
 

 
 

 
 加

算
Ⅰ
 

 
 
・
所
定
単
位
数
に
サ
ー
ビ
ス
別
加
算
率
を
乗
じ
た
単
位
数
で
算
定

 
 
 
・
（
１
）
～
（
８
）
の
８
つ
の
加
算
要
件
（
次
ペ
ー
ジ
か
ら
を
参
照
）
の
全
て
の
基
準
を

 
 
 

 
満
た
す
こ
と
が
必
要

 
 
加
算
Ⅱ
 

 
 
・
所
定
単
位
数
に
サ
ー
ビ
ス
別
加
算
率
を
乗
じ
た
単
位
数
で
算
定

 
 
 
・
（
１
）
～
（
６
）
と
（
８
）
の
基
準
と
、
（
７
）
の
【
Ⅰ
】
及
び
【
Ⅱ
】
の
基
準
を

 
 
 

 
満
た
す
こ
と
が
必
要

 
 
加
算
Ⅲ
 

 
 
・
所
定
単
位
数
に
サ
ー
ビ
ス
別
加
算
率
を
乗
じ
た
単
位
数
で
算
定

 
 
 
・
（
１
）
～
（
６
）
と
（
８
）
の
基
準
と
、
（
７
）
の
【
Ⅰ
】
又
は
【
Ⅱ
】
の
い
ず
れ

 
 
 

 
か
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
必
要

 
 
加
算
Ⅳ
 

 
 
・
所
定
単
位
数
に
加
算
Ⅲ
の
加
算
率
の

90
／

10
0を

乗
じ
た
単
位
数
で
算
定

 
 
 
・
（
１
）
～
（
６
）
の
基
準
と
、
（
７
）
の
【
Ⅰ
】
、
【
Ⅱ
】
又
は
（
８
）

 
 
 

 
の
い
ず
れ
か
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
必
要

 
 
加
算
Ⅴ
 

 
 
・
所
定
単
位
数
に
加
算
Ⅲ
の
加
算
率
の

80
／

10
0を

乗
じ
た
単
位
数
で
算
定

 
 
 
・
（
１
）
～
（
６
）
の
全
て
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
必
要

 
 64



介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
８
つ
の
要
件

 
そ
の
１

 

（
１
）
介
護
職
員
の
賃
金
の
改
善
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
が
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の

 
 
 

 
算
定
見
込
額
を
上
回
る
賃
金
改
善
に
関
す
る
計
画
を
策
定
し
、
当
該
計
画
に
基
づ
き

 
 

 
 
 

 
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

 
 （
２
）
（
１
）
の
賃
金
改
善
に
関
す
る
計
画
、
当
該
計
画
に
係
る
実
施
期
間
及
び
実
施
方
法
そ
 
 
 

 
 

 
の
他
の
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
の
計
画
等
を
記
載
し
た
介
護
職
員
処
遇
改
善
計
画
書
を

 
 
 

 
作
成
し
、
全
て
の
介
護
職
員
に
周
知
し
、
都
道
府
県
知
事
等
に
届
け
出
て
い
る
こ
と
。

 
 （
３
）
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
算
定
額
に
相
当
す
る
賃
金
改
善
を
実
施

す
る
こ
と
。
 

  
 

 
 
（
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
額
＜
賃
金
改
善
額
と
な
る
こ
と
。
）

 

 （
４
）
事
業
年
度
ご
と
に
当
該
事
業
所
の
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
に
関
す
る
実
績
を
都
道
府
県

 
 

 
 

 
  知
事
等
に
報
告
す
る
こ
と
。

 

 （
５
）
算
定
日
が
属
す
る
月
の
前
１
２
月
間
に
お
い
て
労
働
基
準
法
、
労
働
者
災
害
補
償
保
 

 
 

 
険
法
、
最
低
賃
金
法
、
労
働
安
全
衛
生
法
、
雇
用
保
険
法
そ
の
他
の
労
働
に
関
す
る
法

 
 
 

 
令
に
違
反
し
、
罰
金
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。

 
 （
６
）
当
該
事
業
所
に
お
い
て
、
労
働
保
険
料
の
納
付
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
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介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
８
つ
の
要
件

 
そ
の
２

 

（
７
）
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
要
件

 
 
【
Ⅰ
】
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
す
る
こ
と
。

 
 
 

 
ア
 
介
護
職
員
の
任
用
の
際
に
お
け
る
職
位
、
職
責
又
は
職
務
内
容
等
に
応
じ
た
任
用

 
 
 
 
 
 
等
の
要
件
（
介
護
職
員
の
賃
金
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

 
 
 

 
イ
 
ア
に
掲
げ
る
職
位
、
職
責
又
は
職
務
内
容
等
に
応
じ
た
賃
金
体
系
（
一
時
金
等

 
 
 
 
 
 
の
臨
時
に
支
払
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
こ
と
。

 
 
 

 
ウ
 
ア
及
び
イ
の
内
容
に
つ
い
て
就
業
規
則
等
の
明
確
な
根
拠
規
定
を
書
面
で
整
備

 
 
 

 
 
 
し
、
全
て
の
介
護
職
員
に
周
知
し
て
い
る
こ
と
。

 
  
【
Ⅱ
】
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
す
る
こ
と
。

 
 
 
 
ア
 
介
護
職
員
の
職
務
内
容
等
を
踏
ま
え
、
介
護
職
員
と
意
見
を
交
換
し
な
が
ら
、

 
 
 

 
 
 
資
質
向
上
の
目
標
及
び

a又
は

bに
掲
げ
る
具
体
的
な
計
画
を
策
定
し
、
当
該
計

 
 
 

 
 
 
画
に
係
る
研
修
の
実
施
又
は
研
修
の
機
会
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
 

a 
資
質
向
上
の
た
め
の
計
画
に
沿
っ
て
、
研
修
機
会
の
提
供
又
は
技
術
指
導
等

 
 
 

 
 
 
 
を
実
施
（

OJ
T、

O
FF

-
JT
等
）
す
る
と
と
も
に
、
介
護
職
員
の
能
力
評
価
を

 
 
 
 
 
 
 
行
う
こ
と
。

 
 
 

 
 
 

b 
資
格
取
得
の
た
め
の
支
援
（
研
修
受
講
の
た
め
の
勤
務
シ
フ
ト
の
調
整
、
休

 
 
 

 
 
 
 
暇
の
付
与
、
費
用
（
交
通
費
、
受
講
料
等
）
の
援
助
等
）
を
実
施
す
る
こ
と
。

 
 
 
 
イ
 
ア
に
つ
い
て
、
全
て
の
介
護
職
員
に
周
知
し
て
い
る
こ
と
。
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介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
８
つ
の
要
件

 
そ
の
３

 

（
７
）
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
要
件

 
 
【
Ⅲ
】
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
す
る
こ
と
。

 
 
 

 
ア
 
介
護
職
員
に
つ
い
て
、
経
験
若
し
く
は
資
格
等
に
応
じ
て
昇
給
す
る
仕
組
み
又

 
 
 
 
 
 
は
一
定
の
基
準
に
基
づ
き
定
期
に
昇
給
を
判
定
す
る
仕
組
み
を
設
け
て
い
る
こ
 

 
 

 
 
 
と
。
具
体
的
に
は
、
次
の

aか
ら
cま

で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
仕
組
み
で

 
 
 
 
 
 
あ
る
こ
と
。

 
 
 

 
 

 
 a

 経
験
に
応
じ
て
昇
給
す
る
仕
組
み

 
 
 

 
 
 
 
 
「
勤
続
年
数
」
や
「
経
験
年
数
」
な
ど
に
応
じ
て
昇
給
す
る
仕
組
み
で
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
る
こ
と
。
 

 
 

 
 

  
 b

 資
格
等
に
応
じ
て
昇
給
す
る
仕
組
み

 
 
 
 
 
 
 
 
「
介
護
福
祉
士
」
や
「
実
務
者
研
修
修
了
者
」
な
ど
の
取
得
に
応
じ
て
昇

 
 
 

 
 
 
 
 
給
す
る
仕
組
み
で
あ
る
こ
と
。
（
た
だ
し
、
介
護
福
祉
士
資
格
を
有
し
て

 
 
 

 
 
 
 
 
当
該
事
業
所
や
法
人
で
就
業
す
る
者
に
つ
い
て
も
昇
給
が
図
ら
れ
る
仕
組

 
 
 
 
 
 
 
 
み
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
）

 
 
 

 
 

  
 c

 一
定
の
基
準
に
基
づ
き
定
期
に
昇
給
を
判
定
す
る
仕
組
み

 
 
 

 
 
 
 
 
「
実
技
試
験
」
や
「
人
事
評
価
」
な
ど
の
結
果
に
基
づ
き
昇
給
す
る
仕
組

 
 
 

 
 
 
 
 
み
で
あ
る
こ
と
。
（
た
だ
し
、
客
観
的
な
評
価
基
準
や
昇
給
条
件
が
明
文
化

 
 
 

 
 
 
 
 
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
。
）

 
 
 
 
イ
 
ア
の
内
容
に
つ
い
て
、
就
業
規
則
等
の
明
確
な
根
拠
規
定
を
書
面
で
整
備
し
、

 
 
 

 
 
 
全
て
の
介
護
職
員
に
周
知
し
て
い
る
こ
と
。
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  キ
ャ
リ
ア
パ
ス
要
件
等
の
制
度
の
概
要

 
 

●
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
と
は
？

 

『
キ
ャ
リ
ア
』

 
＋

 
『
パ
ス
』

 

職
歴

 
経
路

 

 
・
会
社
（
法
人
）
に
お
け
る
職
種
や
役
割
を
ど
の
よ
う
な
道
筋
で
あ
が
っ
て

 い
く
の
か
を
示
し
た
も
の
。

 
 ・
会
社
（
法
人
）
に
お
い
て
は
、
将
来
の
経
営
展
望
に
見
合
っ
た
人
材
を

 体
系
的
に
示
し

 戦
力
を
確

 
 保
す
る
こ
と
、

 ま
た
、
社
員
（
職
員
）
個
人
に
対

 し
て
は
、
明
確
な
目
標
を
与
え
公
正
な
評
価
を
行
う

 
 こ
と
に
よ
り
、
人
材
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
。

 
 →
具
体
的
に
は
、
目
標
達
成
管
理
、
能
力
開
発
、
人
材
育
成
、
能
力
業
績
主
義
賃
金
な
ど
が
総
合

 
   

 的
に
盛
り
込
ま
れ
、
社
員
は
自
己
の
能
力
を
伸
ば
し
な
が
ら
、
業
績
に
貢
献
し
、
例
え
ば
５
年
後

 
   

 に
は
ど
う
い
う
姿
で
仕
事
を
し
て
い
る
か
な
ど
、
将
来
像
が
描
き
や
す
く
な
る
。

 

1
2
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キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
ね
ら
い

 

〔
背
景
〕

 
高
齢
化
社
会
に
お
い
て
、
介
護
分
野
へ
の
期
待
・

 
需
要
が
増
大
。
し
か
し
、
介
護
職
員
の
賃
金
、

 
労
働
条
件
等
の
待
遇
の
低
さ
、
人
事
評
価
の
妥

 
当
性
の
低
さ
か
ら
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
が
望
め
な

 
い
環
境
に
あ
る
。

 
 

介
護
職
員
の
定
着
化
と
優
秀
な
人
材
の
確
保
を
図
る
べ
く
、

 
賃
金
改
善
及
び
職
員
処
遇
の
向
上
と
と
も
に
、
職
員
の
職
責
、

 
経
験
、
能
力
に
応
じ
て
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
を
図
る
仕
組
み
作
り

 
が
求
め
ら
れ
る
。

 
 先
の
見
え
る
人
事
制
度
の
構
築
や
労
働
環
境
の
適
正
化
を
推
進

 

従
業
者

 
 
意
識
（
や
り
が
い
）
・
能
力

 
 
の
向
上

 
 
昇
給
・
昇
格
、
安
定
生
活

 
 

経
営
サ
イ
ド

 
 
経
営
の
安
定

 
 
介
護
の
質
の
向
上

 
 
職
員
の
確
保
・
定
着

 
 

 
化

 
 

利
用
者

 

 
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス

 
 
を
享
受

 

 

ど
の
よ
う
な
ポ
ス
ト
が
あ
り
、
そ
の

 
ポ
ス
ト
・
仕
事
に
就
く
た
め
に
ど
の

 
よ
う
な
能
力
・
資
格
・
経
営
等
が
必

 
要
な
の
か
を
定
め
る

 

そ
れ
に
応
じ
た
賃
金

 
体
系
を
設
定
す
る

 

個
々
の
従
業
者
の
職
位
、

 
職
責
、
賃
金
水
準
を
定
め

 
る

 

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
制
度

 
法
人
（
経
営
）
と
人
を
支
え
る

 

職
員
の
納
得
が
ゆ
く
、

 
人
事
評
価
の
実
施

 
（
ポ
ス
ト
・
給
与
に
反
映
）

 

職
員
の
経
験
や
職
責
に

 
応
じ
た
研
修
体
制
の
充
実

 
（
人
材
育
成
・
能
力
開
発
）

 

1
3
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介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
８
つ
の
要
件

 
そ
の
４

 

（
８
）
職
場
環
境
等
要
件

 
 
【
加
算
Ⅰ
及
び
Ⅱ
の
職
場
環
境
等
要
件
】
の
場
合

 
 
 

 
平
成
２
７
年
４
月
か
ら
届
出
を
要
す
る
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
に
実
施
し
た
処

 
 
 
 
遇
改
善
（
賃
金
改
善
を
除
く
。
）
の
内
容
（
別
紙
１
に
掲
げ
る
表
４

(通
知
P
13
)参

 
 
 

 
 

 
照
）
を
全
て
の
介
護
職
員
に
周
知
し
て
い
る
こ
と
。

 
  
【
加
算
Ⅲ
及
び
Ⅳ
の
職
場
環
境
等
要
件
】
の
場
合

 
 
 

 
平
成
２
０
年
１
０
月
か
ら
届
出
を
要
す
る
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
に
実
施
し
た
処

 
 
 

 
 
 
遇
改
善
（
賃
金
改
善
を
除
く
。
）
の
内
容
（
別
紙
１
に
掲
げ
る
表
４

(通
知
P
13

)参
 

 
 

 
照
）
を
全
て
の
介
護
職
員
に
周
知
し
て
い
る
こ
と
。
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介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
要
件
Ⅰ

 
詳
細

 

 
ア
 
介
護
職
員
の
任
用
の
際
に
お
け
る
職
位
、
職
責
又
は
職
務
内
容
等
に
応
じ
た
任
用
等
の

 
 
 

 
要
件
（
介
護
職
員
の
賃
金
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

 
  
 
職
位
 

 
 

 
上
級
介
護
職
員
、
中
級
介
護
職
員
、
初
級
介
護
職
員
、
新
人
介
護
職
員
等

 
 
 
 
※
職
位
の
名
称
は
事
業
所
独
自
の
も
の
で
も
構
わ
な
い

 
 
 

 
※
管
理
者
や
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
等
当
然
配
置
す
る
役
職
の
み
の
定
め
は
不
可

 
 
 

 
※
上
位
の
職
位
に
な
る
た
め
の
要
件
も
定
め
る
必
要
が
あ
る

 
 
 
 
 
例
え
ば
、
「
サ
ー
ビ
ス
提
供
○
○
時
間
以
上
」
、
「
介
護
福
祉
士
有
資
格
者
」
等

 
  
 
職
責
又
は
職
務
内
容

 
 
 

 
上
級
介
護
職
員
の
例

 
「
中
級
・
初
級
・
新
人
介
護
職
員
の
指
導
・
管
理
」
、

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
事
故
発
生
時
に
お
け
る
対
応
」
等

 
 
 
 
中
級
介
護
職
員
の
例

 
「
初
級
介
護
職
員
・
新
人
介
護
職
員
の
指
導
」
、

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
高
度
な
ケ
ー
ス
に
お
け
る
適
切
な
対
応
」
等

 
 
 
 
初
級
介
護
職
員
の
例

 
「
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
や
状
況
の
変
化
に
応
じ
た
適
切
な
対
応
」
、

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
新
人
の
指
導
」
等

 
 
 

 
新
人
介
護
職
員
の
例

 
「
サ
ー
ビ
ス
提
供
時
間
に
応
じ
た
身
体
介
護
及
び
生
活
援
助
」
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
日
常
生
活
に
関
す
る
相
談
・
助
言
・
健
康
状
態
の
確
認
」
等
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介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
要
件
Ⅰ

 
詳
細

 

 
イ

 
ア
に
掲
げ
る
職
位
、
職
責
又
は
職
務
内
容
等
に
応
じ
た
賃
金
体
系
（
一
時
金
等
の
臨

 
 
 

 
時
に
支
払
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
こ
と
。

 
  
 
賃
金
体
系

 
 
 

 
職
位
に
応
じ
て
給
与
表
を
分
け
る
あ
る
い
は
、
上
位
職
位
に
○
○
手
当
を
付
け
る
等
、

 
 
 
 
上
位
職
位
の
職
員
を
賃
金
で
評
価
し
、
各
職
位
に
対
応
す
る
賃
金
を
明
示
し
て
い
る
も

 
 
 

 
 

 
の
。
 

  
 

 
※
一
時
金
等
の
臨
時
に
支
払
わ
れ
る
も
の
と
は

 
 
 

 
例
 
就
業
規
則
に
記
載
が
な
く
専
ら
使
用
者
の
裁
量
で
支
払
わ
れ
る
も
の
。

 
   
ウ
 
ア
及
び
イ
の
内
容
に
つ
い
て
就
業
規
則
等
の
明
確
な
根
拠
規
定
を
書
面
で
整
備
し
、

 
 
 

 
全
て
の
介
護
職
員
に
周
知
し
て
い
る
こ
と
。

 
  
 
就
業
規
則
等
の
明
確
な
根
拠
規
定

 
 
 

 
就
業
規
則
、
給
与
規
程
、
法
人
に
よ
る
内
規
（
要
綱
、
要
領
、
規
程
等
）
等
の
書
面

 
 
 
 
に
職
位
、
職
責
、
職
務
内
容
、
賃
金
体
系
等
を
記
載
す
る
。
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介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
要
件
Ⅱ
 
詳
細

 

 
ア

 
介
護
職
員
の
職
務
内
容
等
を
踏
ま
え
、
介
護
職
員
と
意
見
を
交
換
し
な
が
ら
、

 
 
 

 
①
資
質
向
上
の
目
標
及
び
②

a又
は

bに
掲
げ
る
具
体
的
な
計
画
を
策
定
し
、
当
該

 
 
 

 
計
画
に
係
る
研
修
の
実
施
又
は
研
修
の
機
会
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

 
 
 

a 
資
質
向
上
の
た
め
の
目
標
に
沿
っ
て
、
③
研
修
機
会
の
提
供
又
は
技
術
指
導
等
を

 
 
 

 
実
施
（

OJ
T、

O
FF

-J
T等

）
す
る
と
と
も
に
、
④
介
護
職
員
の
能
力
評
価
を
行
う
こ
と
。

 
 
 

b 
資
格
取
得
の
た
め
の
支
援
（
研
修
受
講
の
た
め
の
勤
務
シ
フ
ト
の
調
整
、
休
暇
の

 
 
 

 
付
与
、
費
用
（
交
通
費
、
受
講
料
等
）
の
援
助
等
）
を
実
施
す
る
こ
と
。

 
 
 

 
 
①
資
質
向
上

 
 
 

 
例
 
介
護
福
祉
士
資
格
取
得
、
介
護
職
員
基
礎
研
修
受
講
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

 
 
 

 
 
 
能
力
向
上
、
問
題
解
決
能
力
向
上
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
向
上

 
等
 

 
 

 
 

 
 

 
資
質
向
上
の
目
標
 

 
 
 
例
１
 
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
良
質
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
、
介
護

 
 
 

 
 
 
 
職
員
が
技
術
･能

力
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

 
 
 

 
例
２
 
事
業
所
全
体
で
の
資
格
等
（
例
：
介
護
福
祉
士
、
介
護
職
員
基
礎
研
修
、

 
 
 
 
 
 
 
訪
問
介
護
員
研
修
等
）
の
取
得
率
向
上
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介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
要
件
Ⅱ

 
詳
細

 

 
 
②

a又
は
bに

掲
げ
る
具
体
的
な
計
画

 
 
 

 
・
研
修
機
会
の
提
供
や
技
術
指
導
を
実
施
し
、
そ
れ
に
伴
う
能
力
評
価
を
行
う
計
画

 
 
 

 
・
資
格
取
得
の
た
め
の
支
援
に
か
か
る
計
画

 
  
 
③
研
修
機
会
の
提
供
又
は
技
術
指
導
等
を
実
施

 
 
 

 
例
 
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
事
例
へ
の
対
応
、
認
知
症
の
方
へ
の
理
解
、

 
 
 
 
 
 
基
本
的
な
接
遇
・
マ
ナ
ー
の
理
解
、
法
令
遵
守
の
理
解
、
 

 
 
 

 
 
 
基
本
的
な
防
火
対
策
の
理
解
、
個
人
情
報
保
護
の
理
解
な
ど

 
 
 
 
 

 
 

 
 
④
介
護
職
員
の
能
力
評
価
を
行
う

 
 
 
 
【
要
点
】

 
介
護
職
員
が
自
身
の
能
力
や
業
務
に
対
す
る
自
己
認
識
を
行
い
、
そ
の

 
 
 

 
 
 
 
 
 
認
識
が
事
業
者
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
う
 

  
 

 
【
方
法
】

 
例
１
 
個
別
面
談
 

 
 
 
 
 
 
 
 
例
２
 
自
己
評
価
に
対
し
管
理
者
等
が
評
価
を
行
う
方
法

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
※
参
考

 
介
護
職
員
能
力
評
価
表
案

 
 イ
 
ア
に
つ
い
て
、
全
て
の
介
護
職
員
に
周
知
し
て
い
る
こ
と
。
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介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
要
件
Ⅲ

 
詳
細

 

 
 
ア

 
介
護
職
員
に
つ
い
て
、
経
験
若
し
く
は
資
格
等
に
応
じ
て
昇
給
す
る
仕
組
み
又
は

 
 
 

 
 
一
定
の
基
準
に
基
づ
き
定
期
に
昇
給
を
判
定
す
る
仕
組
み
を
設
け
て
い
る
こ
と
。

 
 
 
 
 

 
 

 
経
験
に
応
じ
て
昇
給
す
る
仕
組
み

 
 
 
 
 
・
「
勤
続
年
数
」
や
「
経
験
年
数
」
な
ど
に
応
じ
た
昇
給
す
る
仕
組
み
を
事
業
所

 
 
 

 
 
 

 が
定
め
て
い
る
。

 
 
 

 
 
 

 ※
職
位
・
職
責
・
職
務
内
容
に
対
応
す
る
よ
う
整
備
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
 
（
例
）
０
～
６
ヶ
月
（
新
人
介
護
職
員
）

 
６
ヶ
月
～
３
年
（
初
級
介
護
職
員
）

 
 
 

 
 
 
 
 
 
３
年
～
５
年
（
中
級
介
護
職
員
）

 
５
年
～

 
 
 
（
上
級
介
護
職
員
）

 
 
 

 
 

 
資
格
等
に
応
じ
て
昇
給
す
る
仕
組
み

 
 
 

 
 
・
「
介
護
福
祉
士
」
や
「
実
務
者
研
修
修
了
者
」
な
ど
の
取
得
に
応
じ
た
昇
給
す

 
 
 
 
 
 
る
仕
組
み
を
事
業
所
が
定
め
て
い
る
。

 
 
 

 
 
 
※
職
位
・
職
責
・
職
務
内
容
に
対
応
す
る
よ
う
整
備
す
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
 
（
例
）

 
 
 
 
 
（
新
人
介
護
職
員
）
初
任
者
研
修
（
初
級
介
護
職
員
）

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
実
務
者
研
修
（
中
級
介
護
職
員
）
介
護
福
祉
士
（
上
級
介
護
職
員
）
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介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
要
件
Ⅲ

 
詳
細

 

 
 
一
定
の
基
準
に
基
づ
き
定
期
に
昇
給
を
判
定
す
る
仕
組
み

 
 
 

 
 
・
「
実
技
試
験
」
や
「
人
事
評
価
」
な
ど
の
結
果
に
基
づ
き
昇
給
す
る
仕
組
み
を

 
 
 
 
 
 
事
業
所
が
定
め
て
い
る
、
職
位
・
職
責
・
職
務
内
容
に
対
応
す
る
よ
う
整
備
す
 

 
 

 
 
 
る
こ
と
。
（
た
だ
し
、
客
観
的
な
評
価
基
準
や
昇
給
条
件
が
明
文
化
さ
れ
て
い
 

 
 
 
 
 
る
こ
と
を
要
す
る
。
）

 
 

 
 

 
 
 
（
例
）
評
価
開
始
時
（
新
人
介
護
職
員
）

 
 
 

 
 
 
 
 
 
直
前
の
人
事
評
価

B以
上
（
初
級
介
護
職
員
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
直
前
２
年
間
の
人
事
評
価
が

A以
上
（
中
級
介
護
職
員
）

 
 
 

 
 
 
 
 
 
過
去
３
年
間
の
人
事
評
価
が

Sを
含
む
A以

上
（
上
級
介
護
職
員
）

 
  
 
イ

 
ア
の
内
容
に
つ
い
て
、
就
業
規
則
等
の
明
確
な
根
拠
規
定
を
書
面
で
整
備
し
、
全

 
 
 

 
 
て
の
介
護
職
員
に
周
知
し
て
い
る
こ
と
。
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介
護
職
員
処
遇
改
善
計
画
書
等
の
提
出

 
 

 
【
介
護
職
員
処
遇
改
善
計
画
書
等
の
提
出
】
 
加
算
を
算
定
し
よ
う
と
す
る
月
の
前
々
月
の
末
日
ま
で
届
出

 
 

 
※
場
合
に
よ
っ
て
は
次
年
度
か
ら
提
出
が
省
略
で
き
る
書
類
も
あ
り
ま
す
。

 
 
 

（
１
）
厚
生
労
働
省
通
知
等
に
よ
り
提
出
を
求
め
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
も
の

 
 
□
①
介
護
職
員
処
遇
改
善
計
画
書

 
  
※
②
～
④
は
、
複
数
の
事
業
所
を
一
括
し
て
届
出
を
行
う
場
合
に
必
要

 
 
□
②
指
定
権
者
内
事
業
所
一
覧
表

 
 
□
③
届
出
対
象
都
道
府
県
内
一
覧
表

 
 
□
④
都
道
府
県
状
況
一
覧
表

 
 

 
 
□
⑤
就
業
規
則
・
給
与
規
定

 
 
 
（
就
業
規
則
と
は
別
に
賃
金
等
に
関
す
る
規
定
を
定
め
て
い
る
場
合
は
、
給
与
規
定
も
必
要
）

 
 
□
⑥
労
働
保
険
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類

 
 

 
 
（
例
：
労
働
保
険
関
係
成
立
届
等
の
納
入
証
明
書
（
写
）
な
ど
）

 
 
□
⑦
介
護
給
付
費
算
定
に
か
か
る
体
制
等
に
関
す
る
届
出
書

 
 
□
⑧
介
護
給
付
費
算
定
に
か
か
る
体
制
等
状
況
一
覧
表

 
 （
２
）
和
歌
山
県
独
自
で
提
出
を
求
め
て
い
る
も
の

 
 
□
①
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
届
出
書

 
 
□
②
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
届
出
に
か
か
る
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト

 
 
□
③
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
要
件
等
届
出
に
か
か
る
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト

 
 
 
 
（
加
算
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅳ
を
取
得
す
る
場
合
に
必
要
）

 
 
□
④
介
護
職
員
処
遇
改
善
計
画
書
等
の
周
知
証
明
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介
護
職
員
処
遇
改
善
計
画
書
等
の
変
更
の
届
出

 

【
介
護
職
員
処
遇
改
善
計
画
書
等
の
変
更
の
届
出
】

 
  
 
下
記
の
場
合
は
、
変
更
届
の
提
出
が
必
要

 
 
 
（
１
）
介
護
職
員
処
遇
改
善
計
画
書
の
作
成
単
位
が
変
更
と
な
る
場
合

 
 
 

 
 
 
例
）
会
社
法
に
よ
る
吸
収
合
併
、
新
設
合
併
な
ど

 
  
 
（
２
）
複
数
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
を
一
括
し
て
加
算
の
申
請
を
行
っ
た
事
業
者
に

 
 
 

 
 
 
お
い
て
、
申
請
に
関
係
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
に
増
減
が
あ
っ
た
場
合

 
  
 
（
３
）
就
業
規
則
を
改
正
し
た
場
合

 
 
 

 
 
 
※
介
護
職
員
の
処
遇
に
関
す
る
内
容
に
限
る

 
  
 
（
４
）
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
要
件
等
に
関
す
る
適
合
状
態
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

 
 
 
 
 
 
※
該
当
す
る
加
算
の
区
分
に
変
更
が
生
じ
る
場
合

 
 
 

 
 
 
 
ま
た
は
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
に
関
す
る
要
件
間
の
変
更
に
限
る
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特
別
事
情
届
出
書

 
そ
の
１

 

 
 

 
特
別
事
情
届
出
書
の
届
出

 
  
 
・
特
別
な
事
情
に
よ
り
、
事
業
の
継
続
を
図
る
た
め
に
（
経
営
の
効
率
化
や
介
護
報
酬

 
 
 

 
 

 
改
定
の
影
響
は
不
可
）
、
介
護
職
員
の
賃
金
水
準
（
加
算
に
よ
る
賃
金
改
善
分
を
除

 
 
 

 
く
。
）
を
引
き
下
げ
た
上
で
賃
金
改
善
を
行
う
場
合
に
は
、
特
別
事
情
届
出
書
の
提
出

 
 
 
 
が
必
要
 

 
 

 
 

 
 
・
年
度
を
超
え
て
介
護
職
員
の
賃
金
水
準
を
引
き
下
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
次
年

 
 
 

 
度
の
加
算
を
取
得
す
る
た
め
に
必
要
な
届
出
を
行
う
際
に
、
特
別
事
情
届
出
書
を
再
度

 
 
 

 
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
  
 
・
介
護
職
員
の
賃
金
水
準
を
引
き
下
げ
た
後
に
収
支
等
の
状
況
が
改
善
し
た
場
合
に
は
、

 
 
 
 
可
能
な
限
り
速
や
か
に
介
護
職
員
の
賃
金
水
準
を
引
き
下
げ
前
の
水
準
に
戻
す
必
要
が

 
 
 

 
あ
る
。
 

  
 
・
特
別
事
情
届
出
書
は
、
あ
く
ま
で
一
時
的
な
対
応
で
あ
る
た
め
、
新
た
に
処
遇
改
善
加
 

 
 

 
算
を
算
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
提
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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特
別
事
情
届
出
書

 
そ
の
２

 

 
 
【
特
別
事
情
届
出
書
の
内
容
】
 

 ①
 加

算
を
取
得
し
て
い
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
の
法
人
の
収
支
（
介
護
事
業
に
よ
る
収
 

 
 
 
支
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数
の
大
幅
な
減
少
等
に
よ
り
経
営
が
悪
化
 
 
 

 
 
し
、
一
定
期
間
に
わ
た
っ
て
収
支
が
赤
字
で
あ
る
、
資
金
繰
り
に
支
障
が
生
じ
る
等
の
状

 
 
 
況
に
あ
る
こ
と
を
示
す
内
容

 
②

 介
護
職
員
の
賃
金
水
準
の
引
下
げ
の
内
容

 
③

 当
該
法
人
の
経
営
及
び
介
護
職
員
の
賃
金
水
準
の
改
善
の
見
込
み

 
④

 介
護
職
員
の
賃
金
水
準
を
引
き
下
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
適
切
に
労
使
の
合
意
を
得
て
い
 

 
 る

こ
と
等
の
必
要
な
手
続
き
に
関
し
て
、
労
使
の
合
意
の
時
期
及
び
方
法
等
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介
護
職
員
処
遇
改
善
実
績
報
告
書

 

 
【
実
績
報
告
手
続
き
】
 
加
算
の
支
払
い
が
あ
っ
た
最
終
月
の
翌
々
月
の
末
日
ま
で
に
報
告

 
 
 

（
１
）
厚
生
労
働
省
通
知
等
に
よ
り
提
出
を
求
め
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
も
の
。
 

 
□
①
介
護
職
員
処
遇
改
善
実
績
報
告
書

 
 
 

 
※
②
～
④
は
、
複
数
の
事
業
所
を
一
括
し
て
提
出
す
る
場
合
に
必
要
 

 
□
②
介
護
職
員
処
遇
改
善
実
績
報
告
書
（
指
定
権
者
内
事
業
所
一
覧
）
 

 
□
③
介
護
職
員
処
遇
改
善
実
績
報
告
書
（
報
告
対
象
都
道
府
県
内
一
覧
表
）
 

 
□
④
介
護
職
員
処
遇
改
善
実
績
報
告
書
（
都
道
府
県
状
況
一
覧
表
）
 

 
 

 
□
⑤
加
算
の
算
定
に
よ
り
賃
金
改
善
を
行
っ
た
賃
金
の
総
額
の
積
算
内
訳
 
※
様
式
は
任
意

 
  （
２
）
和
歌
山
県
独
自
で
提
出
を
求
め
て
い
る
も
の
 

 
□
①
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
総
額
の
お
知
ら
せ
（
加
算
算
定
月
分
）
の
写
し

 
 

 
 
（
毎
月
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
も
の
）
 

 
□
②
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
金
充
当
明
細
書
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介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
留
意
事
項

 
そ
の
１

 

（
１
）
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
加
算
額
及
び
賃
金
改
善
額
に
つ
い
て
は
、
新
設
さ
れ
る
介
護

 
 

 
 

 職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
に
よ
る
も
の
と
明
確
に
区
別
し
て
管
理
す
る
と
と
も
に
、
実
地

 
 

 
 指
導
等
に
お
い
て
説
明
が
で
き
る
よ
う
に
整
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

 
 

 
（
Ⅰ
）
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
額
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
賃
金
改
善
額

 
 

 
 

 
支
給
対
象
は
介
護
職
員
の
み
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
こ
と
。

 
 

 
 
→
管
理
者
・
生
活
相
談
員
・
機
能
訓
練
指
導
員
等
を
賃
金
改
善
の
対
象
に
は
で
き
な
い
。

 
   

   
   

   
（
介
護
職
員
と
兼
務
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

 
（
Ⅱ
）
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
額
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
賃
金
改
善
額

 
 

 
 
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
に
よ
る
賃
金
改
善
額
は
含
ま
な
い
こ
と
及
び
設
定
し
た
グ
ル
ー

 
 

 
 
プ
ご
と
の
平
均
賃
金
改
善
額
に
注
意
す
る
こ
と
。

 
 

 ⇒
賃
金
台
帳
・
給
与
明
細
等
実
際
に
職
員
に
対
し
て
賃
金
を
支
払
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
書
類
を

 
 

 保
管
し
て
お
く
こ
と
。

 
 （
２
）
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
は
、
実
際
に
提
供
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
介
護
報
酬
総
単
位
数
に
基

 
 

 
 づ
き
、
加
算
額
が
決
定
さ
れ
ま
す
の
で
、
介
護
職
員
処
遇
改
善
計
画
の
加
算
額
及
び
賃
金

 
 

 
 

 
 改
善
額
か
ら
変
動
が
あ
り
得
ま
す
。

 
   

   
よ
っ
て
、
毎
月
、
受
領
し
た
加
算
額
を
把
握
の
上
、
賃
金
改
善
に
あ
た
っ
て
は
、
賃
金
改
善

 
  額
に
つ
い
て
進
捗
管
理
を
行
っ
て
下
さ
い
。
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介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
留
意
事
項

 
そ
の
２

 

 （
３
）
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
目
的
や
、
算
定
要
件
に
お
い
て
、
労
働
基
準
法
、
労
働
者
災
害
補
償

 
   

   
 保
険
法
、
最
低
賃
金
法
、
労
働
安
全
衛
生
法
、
雇
用
保
険
法
そ
の
他
の
労
働
に
関
す
る
法
令
に
違

 
   

   
 反
し
、
罰
金
以
上
の
刑
に

 処
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
の
労

 
   

   
働
関
係
法
令
等
を
遵
守
す
る
こ
と
。

 
 

 
（
４
）
介
護
職
員
処
遇
改
善
計
画
書
の
届
出
を
行
っ
た
事
業
所
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
賃
金
改
善
の

 
 

 
 

 
 方
法
等
に
つ
い
て
、
当
該
計
画
書
を
用
い
て
職
員
に
周
知
す
る
と
と
も
に
、
就
業
規
則
等
の
内
容
に

 
   

   
 つ
い
て
も
職
員
に
周
知
す
る
こ
と
。

 
   

   
 ま
た
、
介
護
職
員
か
ら
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
に
係
る
賃
金
改
善
に
関
す
る
照
会
が
あ
っ
た
場

 
 

 
合
は
、
当
該
職
員
に
つ
い
て
の
賃
金
改
善
の
内
容
に
つ
い
て
、
書
面
を
用
い
る
な
ど
分
か
り
や
す
く

 
 

 
回
答
す
る
こ
と
。

 
    

   
 →
介
護
職
員
処
遇
改
善
計
画
を
介
護
職
員
に
周
知
す
る
こ
と
は
、

 加
算
の
算
定
要
件
と
な
っ
て
い

 
 

 
 

  ま
す
。

 
   

   
   

 ま
た
、
策
定
・
周
知
し
た
賃
金
改
善
に
関
す
る
計
画
に
基
づ
き
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

 
 

 
 

 り
ま
せ
ん
。

 
 

   
   

 よ
っ
て
、
賃
金
改
善
方
法
を
含
め
、
処
遇
改
善
の
内
容
を
決
定
す
る
際
は
、
特
に
、
労
使
で
よ
く
話

 
   

   
   

 し
合
っ
た
上
で
、
そ
の
内
容
を
決
定
し
て
く
だ
さ
い
。

 
   

   
   
ま
た
、
就
業
規
則
等
の
内
容
を
含
め
、
賃
金
改
善
の
方
法
等
に
つ
い
て
は
十
分
に
職
員
に
周
知
し

 
 

 
 
て
お
く
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。
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介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
留
意
事
項

 
そ
の
３

 

 （
５
）
下
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
既
に
受
領
し
た
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の

 
 

 
 一
部
若
し
く
は
全
部
を
不
正
受
給
と
し
て
返
還
さ
せ
る
こ
と
又
は
介
護
職
員
処
遇
改
善
加

 
 

 
算
の
算
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
留
意
願
い
ま
す
。

 
  (a

)
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
算
定
額
に
相
当
す
る
賃
金
改
善
が
行
わ
れ
て
い
な
い
又

は
賃
金
水
準
の
引
下
げ
を
行
い
な
が
ら
特
別
事
情
届
出
書
の
届
出
が
行
わ
れ
て
い
な

 
   

   
い
等
算
定
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合

 
 （

b
）

 虚
偽
又
は
不
正
の
手
段
に
よ
り
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
を
受
領
し
た
場
合

 
 （
６
）
事
務
処
理
手
順
及
び
様
式
例
に
係
る
今
後
の
改
訂
に
つ
い
て

 
 

 
今
後
、
加
算
の
算
定
に
係
る
業
務
簡
素
化
の
観
点
か
ら
、
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
と

 
 

   
   
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
の
計
画
書
等
の
届
出
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
様
式
の

 
   

   
統
合
等
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
留
意
願
い
ま
す
。
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介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
の
取
扱
い
に
つ
い
て

 

   令
和
元
年
１
０
月
よ
り
、
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
が
新
設
さ
れ
ま
す
。

 
 介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
を
算
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
別
途
、
加
算
を
算
定
し
よ

う
と
す
る
月
の
前
々
月
の
末
日
ま
で
に
、
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
計
画
を
各
指
定
権
者

へ
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 
 介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
き
の
く
に
介
護
ｄ
ｅ
ネ
ッ
ト
に
掲

載
し
て
い
ま
す
の
で
、
御
確
認
下
さ
い
。

 
  『
き
の
く
に
介
護
ｄ
ｅ
ネ
ッ
ト
』
：

h
tt

p
:/

/w
av

e.
p

re
f.w

ak
ay

am
a.

lg
.jp

/k
ai

go
d

en
et

/ 
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① ② ① ② ③

□ ● ● ● ● ● ● ● ●

□ ● ● ● ● ● ● ● ●

□ ● ● ● ● ● ● ● ●

□ ● ● ● ● ● ● ● ●

□ ● ● ● ● ● ● ● ●

□ ● ● ● ● ● ● ● ●

職位に応じた任用要件を定めている　　　○

職責に応じた任用要件を定めている　　　○

職務内容に応じた任用要件を定めている　○

上記以外　　　　　　　　　　　　　　　○
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

職位に応じた賃金体系を定めている　　　○

職責に応じた賃金体系を定めている　　　○

職務内容に応じた賃金体系を定めている　○

（　　　　　　　　　　　　　　　　）

に応じた賃金体系を定めている　　　　　○

就業規則で規定し、周知している　　　　○

給与規程で規定し、周知している　　 　○

その他の書面（　　　　　　　　　　）

で規程し、周知している        　　  　○

介護職員と意見を交換しながら、

資質向上の目標を策定している　　　　　△

介護職員と意見を交換しながら、
資質向上のための目標に沿って、研修機会の提供又
は技術指導等を実施するとともに、介護職員の能力
評価を行う計画を策定し、研修の実施を確保及び能

力評価を行っている(a)    　○

介護職員と意見を交換しながら、
資格取得のための支援を実施する計画を策定し、研

修の機会を確保している(b)　　　 ○

□ ● ● － ● － ● － －

経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する
仕組みであること（a） 　○

資格等に応じて昇給する仕組み
「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得
に応じて昇給する仕組みであること（ただし、介護
福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者
についても昇給が図られる仕組みであることを要す
る。）（b）　 ○

一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇
給する仕組みであること（ただし、客観的な評価基
準や昇給条件が明文化されていることを要する。）
（c）　　○

□ ●

加算Ⅰ
加算Ⅱ □ ● ● － － － － － －

加算Ⅲ
加算Ⅳ □ － － ● ● － － ● －

（１）
介護職員の賃金改善に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回
る処遇改善計画を策定し、その計画に基づき適切な改善措置を講じている

（２） 処遇改善計画等を全ての介護職員に周知した上で指定権者へ届け出ている

（３） 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施する

介護職員処遇改善加算要件チェックリスト

介護職員処遇改善加算の取得要件等 確認
加算
Ⅱ

加算
Ⅲ

加算
Ⅳ 加算

Ⅴ
加算
Ⅰ

－ －

（４） 事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績報告書を各指定権者に報告する

（５）
算定日が属する月の前１２月間において労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金
法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金刑以上の刑
に処せられていない

（６） 労働保険料の納付が適正に行われている

【Ⅰ】

ア　介護職員任用の際における職
位、職責又は職務内容等に応じた
任用等の要件（介護職員の賃金に
関するものを含む。）を定めてい
る

□

●

－

－ － －

ウ　ア及びイの内容について就業
規則等の明確な根拠規定を書面で
整備し、全ての介護職員に周知し
ている

□ ● ● －

イ　アに掲げる職位、職責又は職
務内容等に応じた賃金体系（一時
金等の臨時に支払われるものを除
く。）について定めている

□ ● ● －

－

●

－ ●●

●

● ●

●

※　●部分は、各加算の取得要件に対応しています
　　なお、加算Ⅱ、Ⅲについては、取得パターンを複数記載しています
※　□部分は、チェック欄として使用し、各加算の取得要件と比較してください
　　○部分は、１つでも該当すれば直右の□にチェックすることができます
　　△部分は、直右の□部分をチェックするためには該当が必須となります

● － －

(

８

)

職
場
環
境
等
要
件

平成２７年４月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善（賃金改
善を除く。）の内容を全ての介護職員に周知している。
　※今後届け出を行う場合は、実施予定である処遇改善（賃金改善を
    除く。）の内容を全ての介護職員に周知していることをもって、
    上記を満たしたものとする。

平成２０年１０月から届け出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善（賃
金改善を除く。）の内容を全ての介護職員に周知している

（

７
）

キ
ャ

リ
ア
パ
ス
要
件

－ －

ア　介護職員の職務内容等を踏ま
え、介護職員と意見を交換しなが
ら、資質向上の目標及びa又はbに
掲げる具体的な計画を策定し、当
該計画に係る研修の実施又は研修
の機会を確保している

□ ● － ● －

●

イ　アについて、全ての介護職員に周知している

【Ⅱ】

【Ⅲ】

ア　介護職員について、経験若し
くは資格等に応じて昇給する仕組
み又は一定の基準に基づき定期に
昇給を判定する仕組みを設けてい
る。具体的には、次のaからcまで
いずれかに該当する仕組みである
こと

イ　アについて、全ての介護職員に周知している

●

□
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   老 発 0322 第 ２ 号 

平成 30 年３月 22 日 

各都道府県知事 殿 

 

厚生労働省老健局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに 

事務処理手順及び様式例の提示について 

 

 

今般、平成 29 年度の介護報酬改定においては、介護職員処遇改善加算（以下「加算」と

いう。）を拡充し、平成 30 年度の介護報酬改定においては、加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について見直

しを行うこととしたところである。 

加算の取得については「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成

12 年厚生省告示第 19 号）、「指定施設サービス等に要する費用の算定に関する基準」（平成

12 年厚生省告示第 21 号）、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基

準｣（平成 18 年厚生労働省告示第 126 号）、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算

定に関する基準」（平成 18 年厚生労働省告示第 127 号）、「指定地域密着型介護予防サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準」（平成 18 年厚生労働省告示第 128 号）及び「厚

生労働大臣が定める基準」（平成 27 年厚生労働省告示第 95 号。以下「算定基準」という。）

において示しているところであるが、今般、基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

を下記のとおりお示しするので、ご了知の上、貴管内市町村、関係団体、関係機関にその

周知をお願いしたい。 

なお、本通知は、平成 30 年４月１日から適用することとし、平成 29 年３月９日老発 0309

第５号厚生労働省老健局長通知「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務

処理手順及び様式例の提示について」は平成 30 年３月 31 日をもって廃止する。 

 

記 

 

 

１ 基本的考え方 

  加算は、平成 23 年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金（以下「交付金」と

いう。）による賃金改善の効果を継続する観点から、平成 24 年度から当該交付金を円滑

に介護報酬に移行し、当該交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃

金改善に充てることを目的に創設されたものである。 
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このため、当該交付金の交付を受けていた介護サービス事業者又は介護保険施設（以

下「介護サービス事業者等」という。）は、原則として当該交付金による賃金改善の水準

を維持することが求められる。 

平成 27 年度の介護報酬改定においては、事業主が介護職員の資質向上や雇用管理の改

善をより一層推進し、介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる

労働環境を整備するとともに、介護職員自身が研修等を積極的に活用することにより、

介護職員の社会的・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことが重要で

あることを踏まえ、事業主の取組がより一層促進されるよう加算を拡充したものである。 

平成 29 年度の介護報酬改定においては、介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に

期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金制度の整

備・運用状況などを踏まえ、事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの

仕組みの構築を促すため、更なる加算の拡充を行ったものである。 

平成 30 年度の介護報酬改定においては、加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について、要件の一部を満た

さない事業者に対し、減算された単位数での加算の取得を認める区分であることや、当

該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、一定の経過措置期間を設け、これ

を廃止するとともに、加算の対象となるサービスに、介護医療院サービス（及び介護医

療院が行う（介護予防）短期入所療養介護）を加えることとしたものである。 
なお、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与並びに

介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介

護予防福祉用具貸与並びに居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外とする。 

 

２ 加算の仕組みと賃金改善の実施等 

(１) 加算の仕組み 

加算は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた１月当たりの総単位

数にサービス別加算率を乗じた単位数を算定することとし、当該加算は、区分支給限

度基準額の算定対象から除外される。サービス別加算率については、別紙１表１を参

照すること。 

 (２) 加算の算定額に相当する賃金改善の実施 

① 賃金改善の考え方について 

介護サービス事業者等は、加算の算定額に相当する介護職員の賃金（基本給、手当、

賞与等（退職手当を除く。以下同じ。）を含む。）の改善（以下「賃金改善」という。）

を実施しなければならない。 

賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行う

ものとする。この場合、７(２)の届出を行う場合を除き、特定した賃金項目を含め、

賃金水準（賃金の高さの水準をいう。以下同じ。）を低下させてはならない。また、

安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましい。 

② 賃金改善に係る賃金水準の比較の考え方について 

賃金改善は、加算を取得していない場合の賃金水準と、加算を取得し実施される

賃金水準との差分を用いて算出する。なお、比較時点において勤務実績のない介護

職員については、当該介護職員と同職であって、勤続年数等が同等の職員の賃金水

準と比較する。 
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③ 賃金改善に係る留意点 

加算を取得した介護サービス事業者等は、加算の算定額に相当する賃金改善の実

施と併せて、算定基準第４号イ⑺（以下「キャリアパス要件」という。）及びイ⑻

（以下「職場環境等要件」という。）（以下「キャリアパス要件等」という。）を満

たす必要がある。 

なお、当該取組に要する費用については、算定要件における賃金改善の実施に要

する費用に含まれないものであることに留意すること。 

 

(３) 介護職員処遇改善計画書の作成 

① 賃金改善計画の記載 

加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、算定基準第４号イ(２)に定め

る介護職員処遇改善計画書を、次の一から四までに掲げる記載事項等について、別

紙様式２により作成し、都道府県知事等（当該介護サービス事業所等の指定等権者

が都道府県知事である場合は、都道府県知事とし、当該介護サービス事業所等の指

定等権者が市町村長（特別区長を含む。以下同じ。）である場合は、市町村長とす

る。以下同じ。）に届け出ること。 

一 加算の見込額（別紙様式２の(１)③） 

「３ 加算の見込額の計算」により算出された額をいう。 

二 賃金改善の見込額（別紙様式２の(１)④） 

各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善に要

する見込額（当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むこ

とができる。）の総額（ａの額からｂの額を差し引いた額をいう。）であって、

一の額を上回る額をいう。 

ａ  加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた賃金の総額 

ｂ  初めて加算を取得する月又は初めて加算を取得した月の属する年度の前

年度の賃金の総額（交付金を取得していた場合には、交付金による賃金改善

の部分を除く。） 

三 賃金改善実施期間（別紙様式２の(１)⑦） 

原則４月（年度の途中で加算を取得する場合、当該加算を取得した月）から

翌年の３月までの期間をいう。 

四 賃金改善を行う賃金項目及び方法（別紙様式２の(１)⑧） 

賃金改善を行う賃金項目（増額若しくは新設した又はする予定である給与の

項目の種類（基本給、手当、賞与等）等）、賃金改善の実施時期や対象職員、

一人当たりの平均賃金改善見込額をいい、当該事項について可能な限り具体的

に記載すること。 

 

ただし、事務の簡素化の観点から、加算（ Ⅱ ）を取得していた介護サービス事業者

等であって、加算（Ⅰ）を取得する場合には、上記の一及び二に掲げる記載事項の代

わりに、以下の一及び二に掲げる記載事項を記載することも可能とする。 

一 加算の見込額（別紙様式２の(１)⑤）  

「３ 加算の見込み額の計算」のただし書きにより算出された額をいう。  
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二 賃金改善の見込額（別紙様式２の(１)⑥）  

各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善に要

する見込額（当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むこ

とができる。）の総額（ａの額からｂの額を差し引いた額をいう。）であって、

一の額を上回る額をいう。 

ａ 加算（Ⅰ）を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた賃金の総額 

ｂ 初めて加算（Ⅰ）を取得する月の属する年度の前年度の賃金の総額（加算（ Ⅱ ）

を取得し実施された賃金改善額を含む。） 

 

② 必要書類の添付 

加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、介護職員処遇改善計画書に併せ

て、以下に掲げる書類（以下「計画書添付書類」という。）を添付し、都道府県知事

等に届け出ること。 

イ 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 89 条に規定する就業規則（賃金・退職

手当・臨時の賃金等に関する規程、下記③のキャリアパス要件Ⅰに係る任用要件及

び賃金体系に関する規程、下記③のキャリアパス要件Ⅲに係る昇給の仕組みに関す

る規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。以下「就業

規則等」という。） 

ロ 労働保険に加入していることが確認できる書類（労働保険関係成立届、労働保険

概算・確定保険料申告書等） 

なお、都道府県知事等は、介護サービス事業者等が、前年度に加算を取得し、引き

続きそれに相当する区分の加算の取得をしようとする場合であって、既に提出された

計画書添付書類に関する事項に変更がない場合は、その提出を省略させることができ

る。   

③ キャリアパス要件等に係る記載 

キャリアパス要件等については、次に掲げる要件に基づく加算の算定要件に応じて、

介護職員処遇改善計画書に記載して届け出ること。 

   

（キャリアパス要件Ⅰ） 

次のイ、ロ及びハの全てに適合すること。 

イ 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。 

ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系（一時金等の臨時的に支

払われるものを除く。）について定めていること。 

ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介

護職員に周知していること。 

 

（キャリアパス要件Ⅱ） 

次のイ及びロの全てに適合すること。 
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イ 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目

標及び一又は二に掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修

の実施又は研修の機会を確保していること。 

一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施（OJT、

OFF-JT 等）するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。 

二 資格取得のための支援（研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費

用（交通費、受講料等）の援助等）を実施すること。 

ロ イについて、全ての介護職員に周知していること。 

 

（キャリアパス要件Ⅲ） 

次のイ及びロの全てに適合すること。 

イ 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準

に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次の一から

三までのいずれかに該当する仕組みであること。 

一 経験に応じて昇給する仕組み 

「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること 

二 資格等に応じて昇給する仕組み 

「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みで

あること。ただし、介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者につ

いても昇給が図られる仕組みであることを要する。 

 三 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 

「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。

ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。 

ロ イの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職

員に周知していること。 

 

（加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）の職場環境等要件） 

平成 27 年４月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善（賃

金改善を除く。）の内容（別紙１表４を参照）を全ての介護職員に周知していること。 

 

（加算（Ⅲ）及び（Ⅳ）の職場環境等要件） 

平成 20 年 10 月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善（賃

金改善を除く。）の内容（別紙１表４を参照）を全ての介護職員に周知していること。 

 

（加算の算定要件） 

加算を取得するに当たっては、次に掲げる区分に応じて、届け出ること。   

イ 加算（Ⅰ）については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、キャリアパス要

件Ⅲ及び職場環境等要件の全てを満たすこと。 

ロ 加算（Ⅱ）については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要

件の全てを満たすこと。 
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ハ 加算（Ⅲ）については、キャリアパス要件Ⅰ又はキャリアパス要件Ⅱのいずれかを満

たすことに加え、職場環境等要件を満たすこと。 

ニ 加算（Ⅳ）については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ又は職場環境等要

件のいずれかの要件を満たすこと。 

ホ 加算(Ⅴ)については、キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要

件のいずれの要件も満たさないこと。 

 

⑷ 複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例 

介護職員処遇改善計画書は、法人が複数の介護サービス事業所等を有する場合や介

護サービス事業所等ごとの届出が実態に鑑み適当でない場合は、当該介護サービス事

業者等が一括して作成することができる。また、同一の就業規則等により運営されて

いる場合に、地域ごとや介護サービスごとに作成することができる。都道府県等（当

該介護サービス事業所等の指定権者が都道府県知事である場合は都道府県とし、市町

村長である場合は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）とする。以下同じ。）の圏域

を越えて所在する複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等（法人

である場合に限る。）についても同様とする。この場合、別紙様式２の添付書類１～３

を以下のとおり作成し、別紙様式２に併せて介護職員処遇改善計画書として都道府県

知事等に届け出なければならない。 

・別紙様式２添付書類１：都道府県等の圏域内の、介護職員処遇改善計画書に記載さ

れた計画の対象となる介護サービス事業所等の一覧表（指定権者毎に作成）。 

・別紙様式２添付書類２：各都道府県内の指定権者（当該都道府県を含む。）の一覧表

（都道府県毎に作成）。 

・別紙様式２添付書類３：当該介護職員処遇改善計画書に記載された計画の対象とな

る介護サービス事業者等に係る都道府県の一覧表。 

   

⑸ その他 

加算の目的や、算定基準第４号イ⑸を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。 

 

３ 加算の見込額の計算 

介護職員処遇改善計画書における加算の算定額の見込額は、次の計算により算出す

るものとする。 

 

介護報酬総単位数（見込数）×サービス別加算率（別紙１表１）（１単位未満の端数四

捨五入）×１単位の単価（算定結果については１円未満の端数切り捨て） 

 

ただし、平成 28 年度以前に加算を取得していた介護サービス事業者等であって、２

⑶①ただし書きにより届け出た介護サービス事業者等の場合は、以下のとおりとする 

 

介護報酬総単位数（見込数）×（加算（Ⅰ）に係るサービス別加算率－加算（Ⅱ）に係るサ

ービス別加算率）（別紙１表１）（１単位未満の端数四捨五入）×１単位の単価 

（算定結果については１円未満の端数切り捨て） 
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介護報酬総単位数は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた１月当

たりの総単位数とし、算定を受ける年度における介護サービスの提供の見込数により

算出する。この場合、過去の実績や事業計画等を勘案し、事業の実態に沿った見込数

を用いること。 

また、加算の見込額は、各サービス別に都道府県等ごとに作成するものとし、複数

の介護サービスを提供する介護サービス事業所等（法人である場合に限る。）において、

介護職員処遇改善計画書を一括して作成する場合の加算の見込額の計算については、

別紙１表１に定めるサービス区分ごとに行い、それぞれのサービスごとに算出された

単位（１単位未満の端数切り捨て）を合算すること。 

 

４ 実際の介護報酬総額 

実際の介護報酬総額は、次の計算による。 

実際の介護報酬総単位数×｛１＋サービス別加算率（別紙１表１）（１単位未満の端数四

捨五入）｝×１単位の単価（算定結果については１円未満の端数切り捨て） 

 

５ 都道府県知事等への届出 

加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、加算を取得する年度の前年度の２

月末日までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在する都

道府県知事等に提出するものとする。 

ただし、介護職員処遇改善計画書を一括して作成する場合は、一括して都道府県知事

等に届け出ることができる。 

また、年度の途中で加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、加算を取得し

ようとする月の前々月の末日までに、都道府県知事等に提出するものとする。 

 

６ 加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止について 

「１ 基本的な考え方」で示したとおり、加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)は一定の経過措置期間の後、

廃止することとなっている。経過措置期間については、現時点で未定であるが、都道府

県等におかれては、当該減算が今後、廃止されるものであることを介護サービス事業者

等に対して周知されたい。特に、加算(Ⅳ)又は(Ⅴ)を取得している介護サービス事業者等に

対しては、「介護職員処遇改善加算の取得促進特別支援事業」等を活用することにより、

当該事業者が、より上位の区分（加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までをいう。）の加算を取得できるよう

に、積極的な働きかけを実施されたい。 

 

 

７ 都道府県知事等への変更等の届出 

(１) 変更の届出 

介護サービス事業者等は、加算を取得する際に提出した介護職員処遇改善計画書、

計画書添付書類に変更（次の①から④までのいずれかに該当する場合に限る。）があっ

た場合には、次の①から④までに定める事項を記載した変更の届出を行う。 
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① 会社法（平成 17 年法律第 86 号）の規定による吸収合併、新設合併等により、介

護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実発生までの賃金改

善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容 

② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該

申請に関係する介護サービス事業所等に増減（新規指定、廃止等の事由による）が

あった場合は、当該事業所等の介護保険事業所番号、事業所等の名称、サービスの

種別 

③ 就業規則を改正（介護職員の処遇に関する内容に限る。）した場合は、当該改正の

概要 

④ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更（該当する加算の区分に変更が生じ

る場合又は加算（Ⅲ）若しくは加算（Ⅳ）を算定している場合におけるキャリアパス要件

Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。）

があった場合は、介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要

件等の変更に係る部分の内容（計画書添付書類の内容に変更があった場合には変更

後の計画書添付書類を添付すること。） 

 

(２) 特別事情届出書 

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準（加算による賃金改善分を除く。以

下この７において同じ。）を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、別紙様式４の特別

な事情に係る届出書（以下「特別事情届出書」という。）により、次の①から④までに

定める事項について届け出ること。なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下

げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特

別事情届出書を再度提出する必要がある。 

また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に①に掲げる状況が改善した場合には、

可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻すこと。 

① 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支（介護事業による収支に

限る。）について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間

にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す

内容 

②  介護職員の賃金水準の引下げの内容 

③ 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み 

④ 介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ているこ

と等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等 

 

８ 賃金改善の実績報告 

加算を取得した介護サービス事業者等は、算定基準第４号イ(4)の規定に基づき、各事

業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等

に対して、次に掲げる事項を含めた別紙様式３（複数の介護サービス事業所等を有する

介護サービス事業者等（法人である場合に限る。）が、介護職員処遇改善計画書を２⑷の

特例に基づき届け出た場合は、別紙様式３の添付書類１、添付書類２及び添付書類３の

うち、当該介護職員処遇改善計画書の届出の際に提出した添付書類に対応するものを含
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む。）の介護職員処遇改善実績報告書を提出し、２年間保存することとする。その際、次

の三ａの積算の根拠となる資料を添付することとする。 

一 賃金改善実施期間（別紙様式３の②） 

二  加算の総額（別紙様式３の③） 

三 賃金改善所要額（別紙様式３の④） 

各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間における賃金改善に要した費

用（当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分に充当した場合は、その

額を含む。）の総額（ａの額からｂの額を差し引いた額をいう。）であって、二の額以

上の額を記載する。 

ａ 介護職員に支給した賃金の総額 

ｂ 初めて加算を取得した月の属する年度の前年度の賃金の総額（交付金を取得して

いた場合には、交付金による賃金改善の部分を除く。） 

四 実施した賃金改善に係る賃金項目及び方法（別紙様式３の⑦） 

賃金改善を行う賃金項目（増額若しくは新設した給与の項目の種類（基本給、手当、

賞与等）等）、賃金改善の実施時期や対象職員、一人当たりの平均賃金改善額について、

可能な限り具体的に記載すること。 

ただし、事務の簡素化の観点から、加算（ Ⅱ ）を取得していた介護サービス事業者等で

あって、加算（Ⅰ）を取得する場合には、上記二及び三に掲げる事項について、以下の二

及び三に掲げる記載事項を代わりに記載することも可能とする。 

二 加算の総額（別紙様式３の⑤） 

加算（Ⅰ）による算定額から加算（Ⅱ）による算定額を差し引いた額 

三 賃金改善所要額（別紙様式３の⑥） 

各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間における賃金改善に要した費

用（当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分に充当した場合は、その

額を含む。）の総額（ａの額からｂの額を差し引いた額をいう。）であって、二の額以

上の額を記載する。 

ａ 介護職員に支給した賃金総額 

ｂ 初めて加算（Ⅰ）を取得した月の属する年度の前年度の賃金の総額（加算（ Ⅱ ）を取得

し実施された賃金改善額を含む。） 

 

９ 加算の停止 

都道府県知事等は、加算を取得する介護サービス事業者等が(１)又は(２)に該当する

場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は

加算を取り消すことができる。 

なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等（法人である場合

に限る。）であって一括して介護職員処遇改善計画を作成している場合、当該介護サービ

ス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施する。指

定権者間の協議に当たっては、都道府県が調整をすることが望ましい。 

(１) 加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いな

がら７(２)の特別事情届出書の届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合 

(２) 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合 
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10 加算の取得要件の周知・確認等について 

都道府県等は、加算を算定している介護サービス事業所等が加算の取得要件を満たす

ことについて確認するとともに、適切な運用に努められたい。 

(１) 賃金改善方法の周知について 

加算の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について

介護職員処遇改善計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容につい

ても職員に周知すること。 

また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員に

ついての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。 

(２) 介護職員処遇改善計画書等について 

都道府県等が介護サービス事業所等から介護職員処遇改善計画書を受け取る際は

「介護職員処遇改善加算の見込額」と「賃金改善の見込額」を、介護職員処遇改善実

績報告書を受け取る際は「介護職員処遇改善加算総額」と「賃金改善所要額」を比較

し、必ず「賃金改善の見込額」や「賃金改善所要額」が上回っていることを確認する

こと。 

 

11 その他 

(１) 加算の取得促進について 

「介護職員処遇改善加算の取得促進支援事業の実施に係る所要見込み額調の実施に

ついて」（平成 30 年２月１日厚生労働省老健局老人保健課長事務連絡）においてお示

ししたとおり、介護サービス事業者等における加算の新規取得や、より上位の区分の

加算取得に向けた支援を行う「介護職員処遇改善加算の取得促進支援事業」を平成 30

年度に実施する予定であるので適宜活用されたい。 

また、都道府県等におかれては、別紙５のリーフレットの活用等により、介護サー

ビス事業者等へ加算を周知し、加算の申請が適切に行われるよう配慮されたい。 

(２) 職場定着支援助成金（介護労働者雇用管理制度助成コース）について 

介護労働者が職場に定着し、安心して働き続けるようにするためには、将来を見通

せるような賃金体系が明確になっていることが重要であることから、各都道府県労働

局において、介護労働者のために賃金制度を整備し、離職率の低下に取り組む介護事

業主に対する助成を実施している。加算の取得と併せて、本助成を活用できる場合が

あることから、介護サービス事業者等が加算を取得しようとする場合には、適宜案内

されたい。 

また、本助成金を受給するに当たっては、賃金制度の整備前に計画を作成し、管轄

都道府県労働局の認定を受ける必要があり、それに関連して、賃金制度の整備等につ

いては、（公財）介護労働安定センターによる無料の相談援助が活用できる。そのため

本助成金の活用を検討している介護サービス事業者等への助言をお願いする。 

なお、本助成金は、平成 30 年度から、人材確保等支援助成金（介護・保育労働者雇

用管理制度助成コース）（仮称）へ名称変更が行われる予定であるが、制度内容の変更

はないことを申し添える。 
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※ 職場定着支援助成金（介護労働者雇用管理制度助成コース）のご案内(平成 30 年

度からの制度案内ＨＰについては、現在作成中である。) 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/teityaku_kob

etsu.html 
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別紙１ 
 表１ 加算算定対象サービス 

サービス区分 
キャリアパス要件等の適合状況に応じた加算率 

介護職員処遇

改善加算（Ⅰ）

に該当（ア） 

介護職員処遇

改善加算（Ⅱ）

に該当（イ） 

介護職員処遇

改善加算（Ⅲ）

に該当（ウ） 

介護職員処遇

改善加算（Ⅳ）

に該当（エ） 

介護職員処遇

改善加算（Ⅴ）

に該当（オ） 
・訪問介護 
・夜間対応型訪問介護 
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

１３．７％ １０．０％ ５．５％ 

(ウ)により

算出した単

位(一単位未

満の端数四

捨五入)×

０．９ 

(ウ)により

算出した単

位(一単位未

満の端数四

捨五入)×

０．８ 

・（介護予防）訪問入浴介護 

 ５．８％ ４．２％ ２．３％ 
・通所介護 

・地域密着型通所介護 ５．９％ ４．３％ ２．３％ 

・（介護予防）通所リハビリテーション ４．７％ ３．４％ １．９％ 

・（介護予防）特定施設入居者生活介護 
・地域密着型特定施設入居者生活介護 ８．２％ ６．０％ ３．３％ 

・（介護予防）認知症対応型通所介護 １０．４％ ７．６％ ４．２％ 
・（介護予防）小規模多機能型居宅介護 
・複合型サービス １０．２％ ７．４％ ４．１％ 

・（介護予防）認知症対応型共同生活介護 １１．１％ ８．１％ ４．５％ 
・介護福祉施設サービス 
・地域密着型介護老人福祉施設 
・（介護予防）短期入所生活介護 

８．３％ ６．０％ ３．３％ 

・介護保健施設サービス 
・（介護予防）短期入所療養介護（老健） ３．９％ ２．９％ １．６％ 

・介護療養施設サービス 
・（介護予防）短期入所療養介護 
 （病院等（老健以外）） 

２．６％ １．９％ １．０％ 

・介護医療院サービス 

・（介護予防）短期入所療養介護（医療院） 
２．６％ １．９％ １．０ 

  

 
 表２ 加算算定非対象サービス 

サービス区分 加算率 
・（介護予防）訪問看護 
・（介護予防）訪問リハビリテーション 
・（介護予防）福祉用具貸与 
・特定（介護予防）福祉用具販売 
・（介護予防）居宅療養管理指導 
・居宅介護支援 
・介護予防支援 

０％ 

 
 
 表３ キャリアパス要件等の適合状況に応じた区分 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
２－(３)－③のキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、キャリアパス要件Ⅲ、職

場環境等要件の全てを満たす対象事業者 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）  ２－(３)－③のキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件を

すべて満たす対象事業者 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）  ２－(３)－③のキャリアパス要件Ⅰ又はキャリアパス要件Ⅱのどちらかを満たす

ことに加え、職場環境等要件を満たす対象事業者 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ）  ２－(３)－③のキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ又は職場環境等要件の

いずれかを満たす対象事業者 

介護職員処遇改善加算（Ⅴ）  ２－(３)－③のキャリアパス要件及び職場環境等要件のいずれも満たしていない

対象事業者 
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表４ 職場環境等要件 

 

 

 

 

資質の向上 

・ 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専

門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サ

ービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援（研修

受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む） 

・ 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 

・ 小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 

・ キャリアパス要件に該当する事項（キャリアパス要件を満たしていない介護事

業者に限る） 

・ その他 

 

 

 

 

 

 

 

職場環境・ 

処遇の改善 

・ 新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター（新人指導担当者）

制度等導入 

・ 雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研

修受講等による雇用管理改善対策の充実 

・ ＩＣＴ活用（ケア内容や申し送り事項の共有（事業所内に加えタブレット端末

を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む）による介護職員の事務

負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理による

サービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による

利用者個々の特性に応じたサービス提供等）による業務省力化 

・ 介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機

器等導入 

・ 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設

の整備 

・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職

員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 

・ 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化 

・ 健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等

の整備 

・ その他 

 

 

 

その他 

・ 介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化 

・ 中途採用者（他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等）に特化した人事制

度の確立（勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等） 

・ 障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮 

・ 地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベー

ション向上 

・ 非正規職員から正規職員への転換 

・ 職員の増員による業務負担の軽減 

・ その他 
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別紙様式２ 

介護職員処遇改善計画書(平成  年度届出用) 
                                                                         

事業所等情報 介護保険事業所番号           

 
事業者・開設者 フリガナ  

名  称  

主たる事務所の 
所在地 

〒 
               都・道 
               府・県 
電話番号  FAX 番号  

事業所等の名称 フリガナ  提供する 
サービス 

 
名  称  

事業所の所在地 

〒 
               都・道 
               府・県 
電話番号  FAX 番号  

 ※事業所等情報については、複数の事業所ごとに一括して提出する場合は「別紙一覧表による」と記載すること。 
 

（１）賃金改善計画について(本計画に記載された金額については見込みの額であり、申請時以降の運営状況(利用者数等)、人

員配置状況(職員数等)その他の事由により変動があり得るものである。) 

① 算定する加算の区分 介護職員処遇改善加算（  Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ ） 

② 介護職員処遇改善加算算定対象月 平成   年   月 ～ 平成   年   月 

③ 平成  年度介護職員処遇改善加算の見込額 円 

④ 賃金改善の見込額(ⅰ－ⅱ) 円 

 ⅰ） 加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額（見込額） 円 

 ⅱ） 初めて加算を取得する（した）月の前年度の賃金の総額 円 

加算（Ⅰ）の上乗せ相当分を用いて計算する場合 

⑤ 平成  年度介護職員処遇改善加算の見込額（加算(Ⅰ)による算定額から加算(Ⅱ)による

算定額を差し引いた額） 円 

⑥ 賃金改善の見込額(ⅲ－ⅳ) 円 

 ⅲ） 加算(Ⅰ)の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額（見込額） 円 

 ⅳ） 初めて加算（Ⅰ）を取得する月の前年度の賃金の総額 円 
賃金改善の方法について 

⑦ 賃金改善実施期間 平成   年   月 ～ 平成   年   月 
※原則各年４月～翌年３月までの連続する期間を記入すること。なお、当該期間の月数は加算の対象月数を超えてならない。 

⑧ 賃金改善を行う賃金項目及び方法(賃金改善を行う賃金項目（増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類（基本給、手当、賞与

等）等）、賃金改善の実施時期や対象職員、一人当たりの平均賃金改善見込額について、可能な限り具体的に記載すること。） 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
※ 加算（Ⅰ）の上乗せ相当分を用いて計算する際は、③及び④の代わりに⑤及び⑥を使用する。 
※ ④又は⑥については、法定福利費等の賃金改善に伴う増加分も含むことができる。 
※ ④が③以上又は⑥が⑤以上でなければならないこと。 

※ ④ⅱ）、⑥ⅳ）の計算に際しては、賃金改善実施期間の職員の人数と合わせた上で算出すること。すなわち、比較時点から賃金改

善実施期間の始点までに職員が増加した場合、当該職員と同等の勤続年数の職員が比較時点にもいたと仮定して、賃金総額に上乗

せする必要があることに留意すること。 

 ※ 複数の介護サービス事業所等について一括して提出する場合、以下の添付書類についても作成すること。 

・添付書類１：都道府県等の圏域内の、当該計画書に記載された計画の対象となる介護サービス事業所等の一覧表（指定権者毎） 

・添付書類２：各都道府県内の指定権者（当該都道府県を含む。）の一覧表（都道府県毎） 

・添付書類３：計画書に記載された計画の対象となる介護サービス事業者等に係る都道府県の一覧表 
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(２) キャリアパス要件について 

次の内容についてあてはまるものに○をつけること。 
要件Ⅰ  次の①から③までのすべての要件を満たす。 

① 職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。 
② 職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定めている。 
③ 就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知している。 

該当 ・ 非該当 

※ 非該当の場合、①から③までの要件を

全て満たすことのできない理由  
要件Ⅱ 

 次の④及び⑤の要件を満たす。 該当 ・ 非該当 
④ 介護職員との意見交換を踏

まえた資質向上のための目標  

⑤ ④の実現のための具体的な

取り組みの内容 
（該当するもの全てに○をつけ

ること。） 

ア 
 

資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するととも

に、介護職員の能力評価を行う。※当該取組の内容について下記に記載すること 
(                                  ) 

イ 
 

資格取得のための支援の実施 ※当該取組の内容について下記に記載すること 
(                                  ) 

要件Ⅲ 次の⑥及び⑦の要件を満たす。 
⑥ 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき

定期に昇給を判定する仕組みを設けている。 

該当 ・ 非該当 

⑦ ⑥に該当する具体的な仕組

みの内容 

（該当するもの全てに○をつけ

ること。） 

ア 

 

経験に応じて昇給する仕組み 

※「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みを指す。 

イ 

 

資格等に応じて昇給する仕組み 

※「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを

指す。ただし、介護福祉士資格を有して就業する者についても昇給が図られる

仕組みであることを要する。 

ウ 

 

一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 

※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただ

し、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。 

※ 就業規則等（給与規程や要件Ⅰ及びⅢの適合状況を確認できる書類を就業規則と別に作成している場合はそれらの書類を含む。）

を添付すること。 

 

(３) 職場環境等要件について 

   （※）太枠内に記載すること。 
 加算（Ⅰ・Ⅱ）については平成２７年４月以降の、加算（Ⅲ・Ⅳ）については平成２０年１０月から現在までに実施した事項について必ず全て

に○をつけること（ただし、記載するにあたっては、選択したキャリアパスに関する要件で求められている事項と重複する事項を記載しないこと。） 

資質の向上 

・ 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する

喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援（研修受講時の他の介護職員の

負担を軽減するための代替職員確保を含む） 

・ 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 

・ 小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 

・ キャリアパス要件に該当する事項（キャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る） 

・ その他（                                    ） 

労働環境・ 

処遇の改善 

・ 新人介護職員の早期離職のためのエルダー・メンター（新人指導担当者）制度等導入 

・ 雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実 

・ ＩＣＴ活用（ケア内容や申し送り事項の共有（事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含

む）による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシ

フト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等）による業務省力化 

・ 介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入 

・ 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備 

・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 

・ 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化 

・ 健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備 

・ その他（                                    ） 

その他 

・ 介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化 

・ 中途採用者（他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等）に特化した人事制度の確立（勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度

の導入等）) 

・ 障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮 

・ 地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上 

・ 非正規職員から正規職員への転換 

・ 職員の増員による業務負担の軽減 

・ その他（                                    ） 

 

 ※ 虚偽の記載や、介護職員処遇改善加算の請求に関して不正を行った場合には、支払われた介護給付費の返還を求められることや介

護事業者の指定が取り消される場合があるので留意すること。 

 

本計画書については、雇用するすべての介護職員に対し周知をしたうえで、提出していることを証明いたします。 

 

平成  年  月  日   (法 人 名) 

(代表者名)                      印 
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別紙様式２(添付書類１)  

 

介護職員処遇改善計画書(指定権者内事業所一覧表)  
 

法 人 名  

 

  都道府県（市町村）名  

介護保険事業所番号 事業所の名称 サービス名 介護職員処遇改善加算 
見込額 賃金改善の見込額 

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

合計 ― ― A    円 B       円  
※ 計画書を届け出る指定権者（都道府県又は市区町村）毎に記載すること。 

※ A 及び B は別紙様式２添付書類２の当該指定権者における金額と一致しなければならない。 

 

 ページ数  総ページ数 

／ 
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別紙様式２(添付書類２)  
    

介護職員処遇改善計画書(届出対象都道府県内一覧表) 
 

法 人 名  
 
  都道府県名  

指定権者 

（都道府県・ 

市町村） 
介護職員処遇改善加算の見込額 賃金改善の見込額 

 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 

合計   C           円 D           円 
※ C 及び D は別紙様式２添付書類３の当該指定権者における金額と一致しなければならない。 

 
 ページ数   総ページ数 

／ 
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別紙様式２(添付書類３) 

 

介護職員処遇改善計画書(都道府県状況一覧表) 
 

法 人 名  

 

都道府県 介護職員処遇改善加算の見込額 賃金改善の見込額 

北 海 道                     円                      円 
青 森 県                     円                      円 
岩 手 県                     円                      円 
宮 城 県                     円                      円 
秋 田 県                     円                      円 
山 形 県                     円                      円 
福 島 県                     円                      円 
茨 城 県                     円                      円 
栃 木 県                     円                      円 
群 馬 県                     円                      円 
埼 玉 県                     円                      円 
千 葉 県                     円                      円 
東 京 都                     円                      円 
神奈川県                     円                      円 
新 潟 県                     円                      円 
富 山 県                     円                      円 
石 川 県                     円                      円 
福 井 県                     円                      円 
山 梨 県                     円                      円 
長 野 県                     円                      円 
岐 阜 県                     円                      円 
静 岡 県                     円                      円 
愛 知 県                     円                      円 
三 重 県                     円                      円 
滋 賀 県                     円                      円 
京 都 府                     円                      円 
大 阪 府                     円                      円 
兵 庫 県                     円                      円 
奈 良 県                     円                      円 
和歌山県                     円                      円 
鳥 取 県                     円                      円 
島 根 県                     円                      円 
岡 山 県                     円                      円 
広 島 県                     円                      円 
山 口 県                     円                      円 
徳 島 県                     円                      円 
香 川 県                     円                      円 
愛 媛 県                     円                      円 
高 知 県                     円                      円 
福 岡 県                     円                      円 
佐 賀 県                     円                      円 
長 崎 県                     円                      円 
熊 本 県                     円                      円 
大 分 県                     円                      円 
宮 崎 県                     円                      円 
鹿児島県                     円                      円 
沖 縄 県                     円                      円 
全 国 計   E                       円 F                       円 

※ F は E を上回らなければならない。 
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別紙様式３ 

 

介護職員処遇改善実績報告書(平成  年度) 
 

都道府県知事 

市 町 村 長         殿 

 

事業所等情報 介護保険事業所番号           
 

事業者・開設者 フリガナ  
名  称  

主たる事務所の 
所在地 

〒 
               都・道 
               府・県 
電話番号  FAX 番号  

事業所等の名称 フリガナ  提供する 
サービス 

 
名  称  

事業所の所在地 

〒 
               都・道 
               府・県 
電話番号  FAX 番号  

 ※事業所等情報については、複数の事業所ごとに一括して提出する場合は「別紙一覧表による」と記載すること。 
 

① 算定した加算の区分 介護職員処遇改善加算（  Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ ） 
② 賃金改善実施期間   平成   年   月 ～ 平成   年   月 
③ 平成  年度分介護職員処遇改善加算総額                                                        円 
④ 賃金改善所要額（ⅰ－ⅱ）                                                       円 
 ⅰ） 加算の算定により賃金改善を行った賃金の総額                                               円 
 ⅱ） 初めて加算を取得した月の前年度の賃金の総額                                               円 

加算（Ⅰ）の上乗せ相当分を用いて計算する場合 

⑤ 
平成  年度分介護職員処遇改善加算総額 

（加算(Ⅰ)による算定額から加算(Ⅱ)による算

定額を差し引いた額） 
                                                       円 

⑥ 賃金改善所要額（ⅲ－ⅳ）                                                       円 
 ⅲ） 加算(Ⅰ)の算定により賃金改善を行った賃金の総額                                               円 
 ⅳ） 初めて加算（Ⅰ）を取得する月の前年度の賃金の総額                                               円 

⑦ 

賃金改善を行った賃金項目及び方法(賃金改善を

行う賃金項目（賃金改善を行う賃金項目（増額若

しくは新設した給与の項目の種類（基本給、手当、

賞与等）等）、賃金改善の実施時期や対象職員、

一人当たりの平均賃金改善額について、可能な限

り具体的に記載すること。） 

 
 
 
 

 
※ 介護職員処遇改善計画書において加算(Ⅰ)の上乗せ相当分を用いて計算している場合は、介護職員処遇改善実績報告書において
も加算(Ⅰ)の上乗せ相当分を用いて計算すること。 

※ 加算(Ⅰ)の上乗せ相当分を用いて計算する際は、③及び④の代わりに⑤及び⑥を使用する。 
※ ④ⅰ）及び⑥ⅲ）については、積算の根拠となる資料を添付すること。(任意の様式で可。) 
※ ④又は⑥については、法定福利費等の賃金改善に伴う増加分も含むことができる。 
※ ④が③以上又は⑥が⑤以上でなければならないこと。 
※ ④ⅱ）、⑥ⅳ）の計算に際しては、賃金改善実施期間の職員の人数と合わせた上で算出すること。すなわち、比較時点から賃金改善
実施期間の始点までに職員が増加した場合、当該職員と同等の勤続年数の職員が比較時点にもいたと仮定して、賃金総額に上乗せす
る必要があることに留意すること。 

※ 複数の介護サービス事業所等について一括して提出する場合、以下の添付書類についても作成すること。 

・添付書類１：都道府県等の圏域内の、当該計画書に記載された計画の対象となる介護サービス事業所等の一覧表（指定権者毎） 

・添付書類２：各都道府県内の指定権者（当該都道府県を含む。）の一覧表（都道府県毎） 

・添付書類３：計画書に記載された計画の対象となる介護サービス事業者等に係る都道府県の一覧表 
※ 虚偽の記載や、介護職員処遇改善加算の請求に関して不正を行った場合には、支払われた介護給付費の返還を求められることや
介護事業者の指定が取り消される場合があるので留意すること。 

 

上記について相違ないことを証明いたします。 

 

               平成  年  月  日    (法 人 名) 

 

                               (代表者名)                             印 
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別紙様式３(添付書類１) 

 

介護職員処遇改善実績報告書(指定権者内事業所一覧表) 
 

法 人 名  
 

  都道府県（市町村）名  

介護保険事業所番号 事業所の名称 サービス名 介護職員処遇改善加算額 賃金改善所要額 

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

            円 円

合計 ― ― A    円 B       円  
※ 計画書を届け出る指定権者（都道府県又は市区町村）毎に記載すること。 

※ A 及び B は別紙様式３添付書類２の当該指定権者における金額と一致しなければならない。 

 

ページ数  総ページ数 

／ 
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別紙様式３(添付書類２) 
 

介護職員処遇改善実績報告書(報告対象都道府県内一覧表) 
 

法 人 名  
 
  都道府県名  

指定権者 介護職員処遇改善加算額 賃金改善所要額 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 
 円 円 

合計   C           円 D           円 
※ C 及び D は別紙様式３添付書類３の当該指定権者における金額と一致しなければならない。 

 

 ページ数   総ページ数 
／ 
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別紙様式３(添付書類３) 
 

介護職員処遇改善実績報告書(都道府県状況一覧表) 
 

法 人 名  
 

都道府県 介護職員処遇改善加算額 賃金改善所要額 
北 海 道                     円                      円 
青 森 県                     円                      円 
岩 手 県                     円                      円 
宮 城 県                     円                      円 
秋 田 県                     円                      円 
山 形 県                     円                      円 
福 島 県                     円                      円 
茨 城 県                     円                      円 
栃 木 県                     円                      円 
群 馬 県                     円                      円 
埼 玉 県                     円                      円 
千 葉 県                     円                      円 
東 京 都                     円                      円 
神奈川県                     円                      円 
新 潟 県                     円                      円 
富 山 県                     円                      円 
石 川 県                     円                      円 
福 井 県                     円                      円 
山 梨 県                     円                      円 
長 野 県                     円                      円 
岐 阜 県                     円                      円 
静 岡 県                     円                      円 
愛 知 県                     円                      円 
三 重 県                     円                      円 
滋 賀 県                     円                      円 
京 都 府                     円                      円 
大 阪 府                     円                      円 
兵 庫 県                     円                      円 
奈 良 県                     円                      円 
和歌山県                     円                      円 
鳥 取 県                     円                      円 
島 根 県                     円                      円 
岡 山 県                     円                      円 
広 島 県                     円                      円 
山 口 県                     円                      円 
徳 島 県                     円                      円 
香 川 県                     円                      円 
愛 媛 県                     円                      円 
高 知 県                     円                      円 
福 岡 県                     円                      円 
佐 賀 県                     円                      円 
長 崎 県                     円                      円 
熊 本 県                     円                      円 
大 分 県                     円                      円 
宮 崎 県                     円                      円 
鹿児島県                     円                      円 
沖 縄 県                     円                      円 
全 国 計   E                       円 F                       円 

※ F は E を上回らなければならない。 
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別紙様式４ 

特別な事情に係る届出書（平成○○年度） 

 

事業所等情報 

 

                                                                         

事業者・開設者 

フリガナ  

名称  

事業所等の名称 

フリガナ  
提供する

サービス 
 

名称  

 

１．事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げる必要がある状況について 

当該事業所を含む当該法人の収支（介護事業に限る。）について、サービス利用者数の大幅な減少などにより

経営が悪化し、一定期間にわたり収支が赤字である、資金繰りに支障が生じるなどの状況について記載 

※ 当該状況を把握できる書類を提出し、代替することも可。 

 

２．賃金水準の引下げの内容 

 

 

３．経営及び賃金水準の改善の見込み  

 

※ 経営及び賃金水準の改善に係る計画等を提出し、代替することも可。 

 

４．賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等について 

労使の合意の時期及び方法等について記載 

 

平成  年  月  日  （法 人 名） 

（代表者名）            印 

 

介護保険事業所番号            
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